
幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
小
藩
の
構
造
と
そ
の
動
向

i
－
一
討
幕
派
第
ニ
グ
ル
ー
プ
の
動
向
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

藤

野

保

幕末・維新期における小藩の構造とその動向（藤野）

〔
要
約
】
　
幕
宋
・
維
新
史
に
要
請
さ
れ
る
今
後
の
課
題
の
一
つ
は
、
西
南
雄
藩
討
幕
派
史
観
を
継
承
批
判
す
る
と
と
も
に
、
幕
府
を
は
じ
め
、
佐
幕
諸
藩
、

お
よ
び
同
じ
討
幕
派
の
な
か
で
も
「
第
ニ
グ
ル
ー
プ
」
の
諸
藩
、
そ
し
て
ま
た
日
和
見
諸
藩
等
々
の
、
個
別
分
析
に
よ
る
研
究
視
野
の
拡
大
と
問
題
の
深
化

を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
包
括
す
る
幕
宋
・
維
新
史
の
綜
合
的
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
課
題
に
遽
る
た
め
に
、
当
面
「
討
幕
派

第
ニ
グ
ル
ー
プ
」
に
属
す
る
西
南
小
藩
の
大
村
藩
を
選
び
、
藩
の
基
本
体
制
と
の
闘
連
に
お
い
て
、
討
幕
派
形
成
の
政
治
路
線
と
と
も
に
、
政
治
船
標
・
理

念
、
お
よ
び
倒
幕
の
具
体
的
政
治
過
程
に
お
け
る
実
践
行
動
等
々
の
問
題
を
、
　
「
討
幕
派
第
一
グ
ル
…
プ
」
の
行
動
と
の
関
連
に
お
い
て
追
究
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
大
村
藩
に
お
け
る
政
治
主
体
の
形
成
過
程
は
、
　
「
討
幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
の
そ
れ
と
異
な
り
、
藩
政
改
革
派
と
直
接
関
連
を
有
し
な
い

尊
撰
派
が
、
元
治
元
年
逆
に
改
革
派
に
施
亡
し
、
藩
権
力
を
掌
握
し
て
、
一
挙
に
藩
論
の
統
一
へ
と
も
ち
込
む
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
尊
王
」
の
二
字
、
天

皇
の
絶
対
優
位
性
の
確
認
と
天
皇
へ
の
大
義
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
活
発
な
藩
外
実
践
行
動
、
藩
同
盟
の
結
成
と
他
藩
党
争
の
調
停
、
さ
ら
に
「
討
幕

派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
連
合
へ
の
画
策
、
そ
れ
を
通
じ
て
藩
論
を
実
現
し
、
討
幕
派
へ
成
長
す
る
小
藩
「
討
幕
年
壮
ニ
グ
ル
ー
プ
」
の
限
界
、
こ
れ
が
本
稿
の

課
題
で
あ
り
、
ま
た
結
論
で
も
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
佐
土
原
の
諸
藩
を
仮
称
し
た
・
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

　
　
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
こ
こ
で
い
う
「
討
幕
派
第
ニ
グ
ル
ー
プ
」
と
は
、
明
治
維
新
の
論

功
行
賞
に
お
い
て
、
鹿
児
島
・
萩
両
雄
の
一
〇
万
石
、
高
知
藩
の
四

万
石
に
つ
い
で
、
三
万
石
賜
与
さ
れ
た
鳥
取
・
大
垣
・
松
代
・
大
村

　
明
治
維
新
の
主
体
的
勢
力
が
、
い
わ
ゆ
る
西
南
雄
藩
に
お
け
る
討

幕
派
の
成
立
に
求
め
ら
れ
る
と
き
、
外
圧
と
い
う
国
際
的
条
件
の
も

と
で
、
そ
れ
ら
西
南
雄
藩
に
お
け
る
も
ろ
も
ろ
の
政
治
勢
力
の
な
か

か
ら
、
討
幕
派
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
主
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た
る
分
析
の
対
象
と
し
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
幕
末
・
維
新
史
の
方
法

は
、
基
本
的
に
正
し
い
立
場
を
堅
持
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、

そ
れ
の
み
・
で
は
幕
末
・
維
新
史
の
全
き
研
究
と
は
い
え
な
い
。
幕
末

・
維
新
史
に
要
請
さ
れ
る
今
後
の
課
題
は
、
西
南
雄
藩
討
幕
派
史
観

を
克
服
し
つ
つ
、
何
よ
り
電
討
幕
派
に
よ
っ
て
打
倒
さ
れ
る
幕
府
を

は
じ
め
、
佐
幕
諸
藩
、
お
よ
び
同
じ
討
幕
派
の
な
か
で
も
「
第
ニ
グ

ル
ー
プ
」
の
諸
藩
、
そ
し
て
ま
た
日
和
見
諸
藩
等
々
の
、
偶
別
分
析

に
よ
る
研
究
視
野
の
拡
大
と
問
題
の
深
化
を
通
じ
て
、
そ
れ
ら
を
す

べ
て
包
括
す
る
幕
末
・
維
新
史
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
綜
合
的
研
究
を

推
進
す
る
こ
と
に
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
、
そ
う
し
た
課
題
に
迫
る
た
め
に
、
一
つ
の
素
材
を
提
供

せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
当
面
分
析
の
対
象
と
し
て
、
　
「
討
幕

派
第
ニ
グ
ル
ー
プ
」
に
属
す
る
西
北
九
州
の
外
様
の
小
藩
で
あ
る
大

村
藩
が
選
ば
れ
る
。
そ
の
際
、
討
幕
派
が
い
か
に
形
成
さ
れ
た
か
と

い
う
政
治
路
線
と
と
も
に
、
こ
の
一
小
藩
を
し
て
、
　
「
討
幕
派
姦
臣

グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
活
躍
せ
し
め
た
原
因
が
、
藩
の
基
本
体
制
と
の

関
連
に
お
い
て
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
討

幕
派
の
政
治
疑
標
・
理
念
は
何
か
。
そ
こ
に
内
在
す
る
理
念
は
、

「
討
幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
の
そ
れ
と
は
別
個
に
、
そ
の
藩
独
自
に

認
識
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
。
し
か
竜
倒
幕
の
具
体
的
政
治
過
程
に

お
い
て
、
　
「
討
幕
派
皇
位
グ
ル
ー
プ
」
は
い
か
な
る
実
践
行
動
を
と

っ
た
か
等
々
の
問
題
を
、
　
「
討
幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
の
行
動
と
の

関
連
に
お
い
て
追
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
考
察
は
こ
の
藩
に
お
け
る
天
保
改
革
の
分
析
よ
り

は
じ
め
ら
れ
る
。一

　
天
保
改
革
と
そ
の
性
格

　
門
閥
「
両
家
」
体
制
の
定
着
・
強
化
の
う
え
に
、
化
政
期
の
広
汎

な
藩
政
改
革
を
主
導
し
た
一
〇
代
藩
主
純
畠
は
（
拙
稿
「
解
体
期
の
藩

政
に
関
す
る
考
察
」
『
史
潮
』
八
二
号
参
照
）
、
天
保
期
に
入
る
と
、
同
六

年
、
天
和
・
元
禄
以
来
の
蹴
鞠
案
で
あ
っ
た
「
郷
村
記
」
の
継
纂
を
音
心

図
し
、
そ
の
陣
営
を
整
え
る
一
方
、
同
七
年
に
は
、
由
来
大
村
藩
に

課
せ
ら
れ
た
特
殊
軍
役
と
し
て
の
長
崎
警
備
手
当
と
し
て
、
在
地
家

臣
で
あ
る
村
大
給
以
上
の
家
臣
団
に
対
し
て
一
万
両
配
分
し
、
二
〇

力
年
賦
を
も
っ
て
返
済
せ
し
め
る
こ
と
に
し
た
　
（
「
九
葉
実
録
扁
巻
五

〇
、
以
下
「
実
録
」
と
の
み
略
記
す
る
）
。
　
』
創
者
の
「
郷
山
村
記
し
は
、
萩

藩
の
「
防
長
風
土
注
進
案
」
に
比
当
さ
る
べ
き
直
領
の
詳
細
な
農
村

調
査
書
で
あ
り
、
そ
の
継
纂
は
、
こ
の
期
に
再
び
藩
権
力
が
領
内
総
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末・維鷲期における小藩の構造とその動向（藤野）

生
産
力
の
強
力
な
把
握
を
意
図
し
た
こ
と
を
示
し
、
後
者
は
、
熟
行

欄
の
改
革
お
よ
び
役
目
割
を
通
じ
て
、
財
政
危
機
に
対
処
し
た
化
政

期
の
家
臣
団
政
策
の
変
更
と
、
家
臣
団
軍
事
力
の
強
化
を
意
味
す
る
。

　
大
村
藩
に
お
け
る
天
保
改
革
は
、
門
閥
「
爾
家
」
体
制
の
う
え
に
、

天
保
七
年
、
純
昌
に
代
っ
て
一
一
代
藩
主
に
就
任
し
た
純
顕
の
主
導

に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
る
（
「
大
村
家
覚
書
」
巻
｝
八
）
。
純
顕
は
翌
八
年
’

五
月
、
家
臣
団
を
招
集
し
て
、
　
「
我
等
代
二
至
而
家
中
法
令
之
儀
、

唯
今
迄
亭
亭
申
付
専
意
、
此
節
分
二
条
回
不
差
出
候
、
先
例
之
趣
堅

可
絹
守
し
と
令
し
、
当
画
鶴
翼
の
政
治
方
針
を
踏
襲
す
る
こ
と
を
示

し
た
が
、
　
「
尤
以
来
存
心
之
儀
者
、
連
々
可
申
付
候
間
、
小
事
た
り

と
竜
聯
無
疎
意
、
忠
豊
幡
心
得
肝
要
之
事
」
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
と
し

て
、
幕
末
の
困
難
の
政
情
の
な
か
に
あ
っ
て
、
漸
次
新
た
な
改
革
政

治
を
断
行
し
て
い
く
意
図
を
表
明
し
た
。
こ
う
し
て
、
大
村
藩
の
天

保
改
輩
－
が
断
行
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
e
禄
制
∵
三
三
の
改
革
を
中
心

と
す
る
政
治
機
構
の
改
革
と
、
⇔
株
商
人
の
取
潰
し
↓
運
上
銀
賦
謙

の
免
許
を
中
心
と
す
る
流
通
統
制
策
、
商
業
規
鰯
体
系
の
改
革
に
要

約
さ
れ
る
。

　
ま
ず
e
に
つ
い
て
、
純
顕
は
天
保
八
年
八
月
、
馬
廻
以
上
の
家
距

団
に
対
し
て
、
　
「
当
家
譜
代
小
禄
之
盤
多
、
釆
地
等
届
兼
候
、
依
之

聯
寸
志
を
添
し
候
而
、
蔵
米
之
面
々
江
請
地
弐
拾
石
遣
取
、
且
又
露

地
悶
高
丘
満
之
向
江
も
同
様
根
足
し
遣
之
候
」
　
（
「
実
録
」
巻
五
一
）

と
令
し
、
同
じ
く
家
老
よ
り
そ
の
意
を
う
け
て
「
弥
以
精
勤
可
有
之

候
」
と
し
て
、
「
響
応
釆
地
幽
門
蒼
以
上
断
持
之
請
地
者
門
島
上
、
以

来
釆
地
御
加
増
雄
弁
仰
付
細
節
も
、
同
様
可
鳥
影
心
得
候
、
尤
願
解

請
地
之
分
者
可
為
格
別
候
問
、
其
旨
以
書
付
可
被
申
出
候
」
（
「
実
鉦
㎏

巻
五
｝
）
と
い
う
達
し
が
籍
せ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
馬
廻
以
上
の
蔵

米
知
行
の
家
匿
団
に
対
し
、
請
地
二
〇
石
を
給
与
す
る
と
と
も
に
、

同
じ
く
二
〇
石
未
溝
の
地
方
知
行
の
家
臣
団
に
対
し
て
も
、
二
〇
石

に
達
す
る
よ
う
措
憎
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
翌
九
年
九
月
に
は
、
城
下
大
錨
の
禄
高
を
二
五
石
高
に
す

る
一
方
、
次
の
よ
う
な
禄
制
改
革
を
断
行
し
た
（
「
実
録
」
分
解
｝
）
。

書
簡
奉
行
　
御
内
用
方
　
大
回
芦
　
御
側
詰
徒
士
組
頭
　
吟
、
脈
役
勘

定
吟
味
役
　
御
次
中
小
姓

右
陸
図
々
弐
拾
五
石
未
満
之
者
江
看
、
網
高
讃
成
王
様
御
役
高
三
下
置
、

尤
御
側
詰
御
次
中
小
姓
俵
渡
是
迄
潮
通

御
火
焼
闘
中
小
姓
　
御
右
筆
　
御
藻
付
　
御
膳
番
　
勘
定
組
頭
　
馬
奉
行

湧
付
使
役
　
長
綺
在
役
代
宮
　
記
録
方
　
宗
門
手
合
　
山
手
合
　
御
普

請
役
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激
職
面
々
持
高
弐
拾
石
未
満
之
江
者
者
、
不
足
高
之
分
俵
渡
被
下
話

　
　
但
俵
渡
銀
渡
之
爾
々
者
是
迄
之
通

　
御
城
下
給
人
　
弐
拾
五
石

　
　
但
弐
拾
五
石
以
上
言
分
、
当
高
以
下
之
面
々
持
高

　
こ
れ
を
文
政
二
年
の
改
革
に
比
較
す
る
と
（
拙
稿
前
掲
『
史
潮
漏
八

二
号
掲
載
論
交
参
照
）
、
城
下
給
人
の
二
〇
石
よ
り
二
五
石
へ
の
加
増
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
禄
高
の
増
加
に
特
色
を
有
し
、
総
じ
て
純
理
の

禄
制
改
革
は
、
化
政
改
革
を
緩
和
し
、
と
く
に
馬
廻
・
城
下
大
聖
等

中
級
藩
士
を
優
遇
し
、
か
つ
強
化
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
つ
い
で

翌
十
年
十
月
に
は
、
江
頭
窟
太
夫
に
知
行
地
一
三
〇
石
を
加
増
し
、

寂
老
兼
脇
士
士
大
将
と
し
て
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
、
主
と
し
て
海
防
の

こ
と
を
担
当
せ
し
め
た
。
小
給
よ
り
身
を
お
こ
し
た
官
太
夫
の
家
老

職
就
任
は
異
例
の
措
置
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
天
保
期
よ
り
門
閥
上

士
層
に
加
え
て
、
下
士
層
と
い
え
ど
も
、
そ
の
能
力
に
よ
っ
て
藩
政

の
要
路
に
抜
擢
・
登
用
さ
れ
る
途
が
開
か
れ
た
こ
と
を
示
す
と
圃
時

に
、
海
防
当
担
の
専
任
家
老
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
、
長
崎
警
固
の

特
役
を
有
す
る
大
村
藩
に
と
っ
て
は
、
外
圧
の
危
機
を
よ
り
早
く
察

知
し
、
既
述
し
た
家
駆
団
に
対
す
る
警
備
手
当
の
支
給
と
と
も
に
、

軍
事
力
の
強
化
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
⇔
に
つ
い
て
は
、
天
保
八
年
八
月
置
　
「
世
上
当
年
米
穀
雑
穀

類
高
料
二
付
、
御
領
内
直
段
被
相
極
、
先
達
而
相
耳
蝉
候
通
二
候
得

共
、
以
来
時
之
相
場
を
以
相
対
可
致
商
売
候
」
と
し
て
、
米
価
は
時

の
相
場
を
も
っ
て
相
対
商
売
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
　
「
津
留
中
取
締

点
呼
絹
立
塵
溜
得
共
、
此
節
被
成
御
免
候
」
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
と

し
て
、
津
留
政
策
を
免
許
し
た
の
で
あ
る
。

　
つ
い
で
翌
九
年
九
月
置
　
「
近
年
市
中
商
売
柄
自
然
不
景
気
絹
成
思

付
、
中
興
之
株
相
潰
、
両
魚
問
屋
ハ
格
別
、
其
外
於
市
中
諸
商
売
勝

手
次
第
」
　
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
と
し
て
、
　
先
に
化
政
改
革
で
広
汎
に

免
許
し
た
城
下
町
に
お
け
る
特
権
的
な
株
商
人
を
取
潰
し
、
両
魚
問

屋
の
外
は
、
諸
商
売
の
一
切
の
自
由
を
認
め
、
つ
い
で
同
十
一
年
十

一
月
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
口
達
」
を
発
し
た
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
。

　
　
　
　
　
　
　
口
　
　
達

　
当
町
井
彼
杵
町
場
所
柄
ユ
付
、
今
度
株
御
省
略
鼠
紙
之
通
被
御
敵
贋
、
右

　
外
株
向
後
不
及
願
、
銘
々
存
寄
次
第
二
商
売
可
致
候
、
依
之
運
上
銀
被
成

　
御
免
候
、
且
御
仕
法
一
一
付
而
、
地
島
村
々
江
旧
株
別
紙
之
通
被
一
二
候
、

　
此
段
相
達
候

　
　
　
　
　
　
御
三
株

　
一
酒
造
株
　
　
　
　
一
当
造
付
糀
株
　
　
　
　
一
意
売
糀
株

　
一
染
屋
株
　
　
　
　
一
質
屋
株
　
　
　
　
　
　
一
種
油
絞
株
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一
薬
種
株

一
鋳
物
師
株

鈴
田
村

　
一
菓
子
屋

池
賑
分

　
一
豆
腐
屋

　
一
細
物
屋

　
一
荒
物
屋

瀬
戸
浦

　
一
塩
座

　
　
一
素
麺
問
屋

　
す
な
わ
ち
、

柄
に
つ
い
て
、

第
、の

で
あ
る
。

一
丸
散
株

地
塁
飽
々
御
減
株

　
　
　
久
原
分

壱
軒

壱　壱　三
軒　軒　九
　　　　　回

りず　でぼゴ
鴬繭ノビ

軒軒
　
　
一
豆
腐
屋

　
　
一
細
物
屋

竹
松
村

　
　
一

下
羽
村

一
命
問
屋
株

軒

＝lt

二
三

お
こ
し
や
　
壱
軒

一
産
物
諸
色
売
主
所
　
壱
軒

　
　
　
城
下
町
大
村
お
よ
び
宿
場
町
彼
杵
は
、
と
く
に
場
所

　
　
　
酒
造
株
外
九
株
を
残
し
、
そ
の
外
は
各
人
の
希
望
次

一
切
の
商
売
を
自
由
に
す
る
と
と
も
に
、
運
上
銀
を
免
許
し
た

　
化
政
改
革
に
お
け
る
産
物
方
の
設
置
に
よ
る
国
産
品
の
専
一
的
流

通
策
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
改
革
の
途
上
与
力
中
よ
り
、
　
「
産
物
方

被
差
立
候
処
、
自
然
嫁
女
高
値
二
相
成
、
一
統
難
渋
之
筋
二
も
相
成

田
間
敷
哉
、
芸
者
市
中
向
不
商
売
二
相
成
候
鰍
」
　
（
「
実
録
」
巻
圏
こ

と
い
う
反
対
論
兇
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
天
保
改
革
に
お
け
る
株
商
人

の
取
潰
し
は
、
化
政
改
革
で
免
許
さ
れ
た
藩
権
力
に
結
託
す
る
特
権

的
な
株
商
人
の
独
占
行
為
を
排
除
し
、
広
く
一
般
商
人
に
商
売
の
自

由
を
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
価
を
引
下
げ
、
必
要
物
資
を
確
保

し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
米
穀
の
桐
対

商
売
、
津
留
免
許
の
政
策
屯
、
同
様
の
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
り
、

天
保
十
一
年
十
一
月
に
は
、
　
「
旅
製
之
鍋
釜
類
商
売
不
相
成
旨
、
文

化
十
亥
年
（
文
化
十
一
年
の
誤
り
一
筆
者
）
被
相
達
候
得
共
、
　
不
弁
之

趣
相
聞
候
二
付
、
　
旅
既
記
交
商
売
影
回
候
」
　
（
「
実
録
」
巻
五
一
）
と

し
て
、
化
政
改
革
に
お
け
る
他
国
商
品
の
流
通
排
除
策
を
変
更
し
た
。

こ
う
し
て
、
象
距
団
知
行
制
・
貢
租
収
取
体
系
の
改
革
と
同
時
に
、

化
政
改
革
の
中
核
を
占
め
た
都
市
・
農
村
商
人
株
の
免
許
↓
運
上
銀

賦
課
の
体
系
は
、
産
物
方
の
設
麗
に
よ
る
流
通
統
制
策
と
と
も
に
、

天
保
改
革
に
よ
っ
て
根
本
的
に
修
正
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
要
す
る
に
、
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
幕
府
の
天
保
改
革
に
お
け
る

株
仲
間
の
解
散
令
以
前
に
お
い
て
、
そ
れ
と
類
似
の
政
策
を
断
行
し
、

特
権
的
な
株
商
人
の
独
占
行
為
を
排
除
し
、
広
く
一
般
商
人
を
対
象

と
す
る
新
た
な
流
通
機
構
を
設
定
し
て
、
藩
権
力
自
ら
そ
れ
を
直
接

把
握
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
既
述
し
た
「
郷
村
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記
」
の
継
纂
と
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
詳
細
な
農
村
の
実
態
調
査
に
よ

っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
天
保
期
に
お
い
て
は
「
郷
村

記
」
は
完
成
せ
ず
、
そ
の
最
終
的
完
成
は
、
一
二
代
藩
主
純
熈
治
下

の
安
政
三
年
以
降
に
も
ち
越
さ
れ
る
が
（
「
郷
村
記
」
首
巻
）
、
そ
こ
で

は
商
業
の
自
由
営
業
の
屯
と
で
異
常
な
発
展
を
み
・
た
各
種
在
方
商
業

に
対
す
る
商
業
規
綱
体
系
の
再
編
成
、
運
上
銀
体
系
の
再
成
立
が
み

ら
れ
る
の
で
あ
り
　
（
拙
稿
「
近
世
に
お
け
る
藩
貢
租
形
態
の
変
質
過
程
扁

『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
・
一
六
帰
参
照
）
、
そ
こ
に
天
保
改
革
の
一
応
の
完

結
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
う
し
て
、
大
村
藩
の
天
保
改
革
は
、
単
な
る
封
建
反
動
に
と
ど

ま
り
え
ず
、
む
し
ろ
今
日
ま
で
報
告
さ
れ
た
萩
∴
紅
軍
藩
等
の
「
討

幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
し
の
西
南
雄
藩
よ
り
（
関
順
也
「
藩
政
改
革
と
明

治
維
新
』
一
〇
一
－
一
〇
七
頁
、
　
田
中
彰
「
長
州
藩
…
の
天
保
改
革
」
　
『
ヒ
ス

ト
リ
ア
』
　
一
八
ロ
万
、
池
照
敬
正
「
天
保
改
革
瓢
嗣
の
再
検
州
県
」
　
『
日
太
・
加
数
…
接
辞

三
冨
写
等
参
照
）
、
　
い
わ
ゆ
る
「
対
応
的
な
側
面
」
を
強
く
打
ち
出
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
大
村
藩
天
保
改
革
の
歴
史
的
性
格
が
存

し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　
そ
こ
で
、
次
に
考
察
は
「
郷
村
記
」
金
七
九
巻
の
分
析
を
通
じ
て

み
た
幕
末
大
村
藩
の
基
本
体
剃
の
解
明
へ
と
向
け
ら
れ
る
。

二
　
幕
末
大
回
藩
の
基
本
体
制

　
　
　
　
　
　
1
　
家
臣
団
の
構
成
と
知
行
制
の
繊
造

　
庶
家
一
門
に
よ
る
上
級
家
臣
園
の
独
占
支
配
と
い
う
成
立
期
大
村

藩
の
基
本
体
制
は
、
慶
長
十
二
年
の
「
御
一
門
払
い
」
に
よ
っ
て
克

服
さ
れ
、
こ
こ
で
、
藩
権
力
は
蔵
入
地
の
拡
大
を
通
じ
て
著
し
く
強

化
さ
れ
る
一
方
、
家
臣
団
の
組
織
は
全
爾
的
な
改
組
を
蒙
っ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
契
機
に
、
、
松
浦
（
長
崎
氏
の
養
子
、
大
村

氏
に
改
姓
）
・
福
蟹
・
渋
江
（
大
村
氏
に
改
姓
）
氏
ら
の
有
力
な
在
地
給

人
が
、
他
の
大
村
一
門
（
彦
右
衛
門
系
統
）
、
お
よ
び
朝
長
・
富
永
氏

ら
の
譜
代
と
と
も
に
家
老
・
城
代
等
の
藩
政
要
路
に
進
出
し
て
、
門

閥
上
士
層
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
こ
う
し
た
上
級
家
臣

団
の
構
成
は
、
そ
の
後
基
本
的
変
化
を
み
ず
幕
末
ま
で
継
承
さ
れ
た

　
　
　
①

の
で
あ
る
（
拙
稿
「
近
匪
に
お
け
る
大
名
家
臣
団
の
展
開
過
程
」
『
史
学
雑

　
　
六
界
ノ
六
ム
夢
雌
器
）
。

　
一
方
、
城
下
集
住
を
免
か
れ
た
在
地
給
人
は
、
直
臣
化
し
た
庶
家
一

門
の
照
単
独
知
行
村
に
お
け
る
在
地
陪
臣
団
と
と
も
に
、
村
大
層
・

小
給
等
の
下
級
の
在
地
家
臣
団
に
編
成
さ
れ
、
ま
た
解
体
し
た
旧
単

独
知
行
村
の
一
部
に
は
、
下
級
家
臣
団
の
末
子
に
系
譜
を
有
す
る
鉄
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砲
足
軽
を
新
し
く
点
綴
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
大
村
藩
に
お

い
て
は
、
上
・
中
級
家
臣
団
を
中
核
と
す
る
寒
中
1
「
城
下
給
人
」
i

に
対
し
て
、
郷
村
に
居
住
す
る
下
級
の
在
地
家
臣
団
一
「
郷
村
給
人
」

1
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
そ
の
後
の
新
田
開
発
に
際

し
て
、
こ
れ
ら
在
地
家
臣
の
二
、
三
男
が
積
極
的
に
起
用
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、
多
数
の
在
地
家
臣
団
が
形
成
さ
れ
る
一
方
、
新
た
な
地
方

知
行
地
の
創
出
に
よ
っ
て
、
家
臣
団
の
知
行
制
は
、
複
雑
な
分
散
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

行
・
相
給
制
を
招
来
し
た
の
で
あ
る
（
拙
著
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
五

八
七
－
六
〇
二
頁
参
照
）
。

①
化
政
改
革
に
際
し
て
、
交
化
二
年
松
浦
お
よ
び
彦
右
衛
門
系
統
の
両
大

　
二
二
を
「
両
家
偏
と
し
（
「
実
録
漏
巻
二
九
）
、
い
わ
ゆ
る
門
閥
「
両
家
」

　
体
鋼
の
定
着
・
強
化
を
図
っ
た
。

②
　
な
お
、
大
村
藩
に
お
け
る
幕
末
段
階
（
安
政
三
年
）
の
朱
印
高
は
、
二

　
万
七
、
九
七
憲
石
八
斗
七
升
七
合
目
、
こ
れ
は
第
二
嗣
の
総
検
地
で
あ
る

　
慶
長
十
七
年
検
地
の
打
出
高
に
等
し
い
。
こ
れ
に
対
し
て
内
検
総
高
は
、

　
五
万
九
、
〇
六
〇
石
七
斗
六
升
五
合
三
勺
四
才
で
、
第
四
鰹
の
総
検
地
で

　
あ
る
元
禄
検
地
以
降
、
新
た
に
九
、
〇
ニ
ニ
石
八
斗
五
升
五
合
二
勺
四
才

　
が
打
ち
繊
さ
れ
た
（
「
郷
村
’
記
」
首
巻
）
。

　
問
題
は
、
　
「
郷
村
記
」
の
分
析
を
通
じ
て
み
た
幕
末
大
村
藩
家
臣

団
の
構
成
と
知
行
制
の
構
造
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
ま
で
き
た
。
し
か

し
、
こ
の
点
に
う
い
て
は
別
言
に
お
い
て
詳
論
し
た
の
で
（
拙
稿
「
近

世
大
名
領
の
構
造
」
『
史
潮
』
五
鷲
寒
点
、
　
『
大
村
市
史
』
上
巻
二
九
五
－
留
二

こ
頁
参
照
）
、
こ
こ
で
は
要
約
的
に
悶
題
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
が
、

奈
良
本
辰
也
氏
に
よ
る
萩
藩
の
「
郷
士
H
中
農
層
」
に
対
す
る
積
極

的
評
価
以
来
（
嗣
「
幕
末
に
お
け
る
郷
土
一
中
農
履
の
積
極
的
意
義
」
『
近

世
封
建
社
会
史
論
』
所
収
）
、
そ
の
当
否
は
別
と
し
て
重
要
な
音
脚
義
を
も

つ
在
郷
士
一
在
地
家
臣
団
［
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
限
り
や
や
詳
細
に

論
及
す
る
こ
と
と
す
る
。

　
「
郷
村
記
」
に
計
上
さ
れ
た
家
臣
団
総
数
は
二
、
八
六
六
名
（
小

給
以
上
一
、
五
〇
九
名
、
足
軽
以
下
一
、
三
五
七
名
）
で
、
そ
の
う
ち
「
城

下
給
人
」
は
一
、
○
〇
呼
名
（
馬
廻
以
上
一
陶
家
．
家
老
．
城
代
．
馬
廻

－
一
七
六
名
・
城
下
大
給
一
四
五
名
・
村
大
王
六
三
名
・
小
唄
一
三
一
名
・

足
軽
三
七
五
名
・
士
分
の
待
遇
を
う
け
る
藩
の
抱
の
職
人
一
一
五
名
）
　
で
三

五
％
を
占
め
る
に
対
し
、
　
「
郷
村
給
人
」
は
一
、
八
六
一
名
（
馬
廻

二
名
・
城
下
大
工
二
八
名
・
村
大
小
二
四
〇
名
・
小
園
七
一
一
四
名
・
間
給
小

給
一
六
名
・
足
軽
七
八
二
名
・
抱
の
職
人
六
九
名
）
で
残
り
の
六
五
％
を

占
め
て
い
る
（
門
郷
村
記
」
各
巻
の
「
熱
闘
男
女
数
井
宗
旨
分
三
塁
」
）
。

　
朱
印
高
堂
万
七
、
九
七
四
石
に
対
し
、
家
臣
団
二
、
八
六
六
名
と

い
・
り
数
字
は
、
山
仕
地
家
臣
六
五
％
と
い
・
り
数
字
と
と
竜
に
、
外
城
謝
糊

を
有
す
る
鹿
児
島
藩
を
除
外
す
れ
ば
、
む
し
ろ
異
例
の
部
類
に
属
す
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①る
（
「
藩
捌
一
覧
」
参
照
）
。
こ
の
異
例
な
家
臣
田
数
、
な
か
ん
ず
く
在

地
家
距
団
を
擁
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
大
村
藩
の
特
異
性
が
存
し
て

　
　
　
　
　
　
　
②

い
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
竜
そ
の
数
字
は
、
萩
藩
で
み
る
よ
う
な
家

計
の
逼
迫
に
よ
っ
て
帰
郷
し
た
武
士
土
着
の
結
果
を
示
す
も
の
で
は

な
く
（
木
村
礎
「
萩
藩
在
地
家
運
団
に
つ
い
て
」
『
史
学
雑
誌
』
六
ニ
ノ
八
、

爾
中
彰
「
長
州
藩
改
革
派
の
基
盤
」
　
『
史
潮
』
五
一
号
参
照
）
、
　
大
勢
と
し

て
、
初
期
以
来
の
家
臣
園
形
成
の
結
果
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
注
目

さ
れ
よ
う
。

④
　
例
え
ば
、
萩
藩
の
在
地
家
臣
月
数
は
、
全
家
臣
団
の
約
一
；
一
％
（
士
分

　
以
上
約
三
一
％
、
足
軽
以
下
約
…
六
％
）
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
（
木
村

　
礎
前
掲
『
史
学
雑
誌
』
穴
ニ
ノ
八
掲
載
論
交
）
。

⑧
在
地
家
距
団
の
分
布
は
、
地
域
に
よ
っ
て
著
し
い
差
が
み
ら
れ
る
。
す

　
な
わ
ち
、
大
村
藩
の
地
斌
区
分
の
う
ち
、
藩
の
中
枢
部
を
構
成
す
る
「
地

　
方
」
地
区
（
東
彼
杵
郡
）
が
も
っ
と
も
多
く
、
問
地
区
の
家
国
団
総
数
一
、

　
二
瓢
六
名
は
、
全
家
駆
団
の
四
三
％
を
占
め
る
（
村
大
給
～
六
二
名
は
、

　
当
該
階
級
家
臣
団
の
五
三
％
、
同
じ
く
小
給
四
八
薫
名
は
五
六
％
、
足
軽

　
五
三
二
名
は
四
五
％
を
占
め
る
）
。
「
地
方
」
地
区
以
外
の
一
鳳
地
区
（
西
彼

　
杵
郡
、
同
半
島
を
中
心
に
東
部
H
「
内
海
」
・
西
部
一
－
「
外
海
砿
・
爾
部

　
醐
「
向
地
」
に
分
か
れ
る
）
に
は
、
残
り
の
ニ
ニ
％
が
分
布
し
、
そ
の
う

　
ち
「
内
海
」
・
「
向
地
」
の
両
地
区
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
三
八
名
と
｛
〇

　
三
名
が
分
獅
す
る
に
過
ぎ
ず
、
大
村
藩
領
農
村
で
最
高
を
占
め
る
「
地
方
」

　
地
区
鈴
田
村
　
力
村
よ
り
も
遙
か
に
少
な
い
。
三
地
区
の
な
か
で
は
「
外

海
」
地
区
が
も
っ
と
も
多
く
、

・
五
％
に
当
る
。

そ
の
数
三
八
五
名
は
、
全
家
臣
腰
の
一
三

　
で
は
、
幕
末
大
村
藩
家
臣
団
の
知
行
制
ー
ー
土
地
所
有
は
い
か
な
る

構
造
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
く
に
在
地
家
臣
団
の
場
合
、

い
う
と
こ
ろ
の
在
地
的
な
い
し
生
産
的
性
格
の
検
討
を
考
慮
に
入
れ

て
考
察
を
進
め
る
こ
と
と
し
よ
う
。

　
ま
ず
城
下
士
た
る
「
城
下
給
人
」
よ
り
考
察
し
よ
う
。
大
村
五
郎

兵
衛
は
、
両
家
の
一
人
、
本
藩
最
高
の
知
行
高
一
、
〇
四
〇
石
毒
言

二
升
を
有
す
る
が
、
そ
の
知
行
地
は
城
下
（
久
原
分
・
池
田
分
）
外
動

力
村
に
跨
っ
て
分
布
し
、
か
つ
各
地
区
に
散
在
す
る
と
い
う
極
め
て

複
雑
な
分
散
懸
持
知
行
の
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
、
西
彼
三
地
区
の

高
田
・
時
津
・
形
上
の
猛
力
村
に
は
、
知
行
高
の
八
○
％
が
ま
と
ま

っ
て
分
布
す
る
傾
向
を
竜
つ
。
次
に
浅
田
大
学
は
、
家
老
最
高
の
知

行
高
四
二
二
石
五
斗
二
升
を
も
ち
、
そ
の
知
行
地
は
城
下
（
池
随
分
）

外
三
力
村
に
跨
っ
て
分
布
し
、
こ
の
場
合
も
、
　
「
内
海
」
・
「
外
海
」

両
地
区
の
戸
根
・
三
重
の
ニ
慰
留
に
、
知
行
高
の
八
○
％
が
ま
と
ま

っ
て
分
布
す
る
傾
向
を
も
つ
。
次
に
城
代
冨
永
鷲
之
助
は
、
知
行
高

二
六
〇
石
二
野
九
升
を
起
ち
、
そ
の
知
行
地
は
城
下
（
久
原
分
・
池
田

分
）
外
冠
カ
村
に
跨
っ
て
分
布
し
て
い
る
が
、
漸
次
分
散
的
傾
向
が
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稀
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
揚
合
の
知
行
地
も
、
「
内

海
」
・
「
外
海
」
両
地
区
の
長
浦
・
雪
浦
の
ニ
カ
村
で
あ
る
（
「
郷
村
詑
」

中
「
諸
士
持
高
」
）
。

　
以
上
、
両
家
・
家
老
・
城
代
等
の
上
士
層
の
知
行
形
態
は
地
方
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

行
の
単
・
一
形
態
（
佳
居
受
持
知
行
・
墨
書
知
行
）
が
多
く
、
　
し
か
も
そ

の
知
行
形
態
は
複
雑
な
分
散
形
態
で
、
地
域
的
に
は
西
彼
三
地
区
に

分
布
す
る
傾
向
を
有
す
る
が
、
こ
れ
が
一
〇
〇
石
層
前
後
の
家
臣
団

に
な
る
と
、
分
散
性
も
漸
次
稀
薄
と
な
り
、
さ
ら
に
六
〇
石
層
前
後

の
馬
廻
階
級
の
家
臣
団
に
な
る
と
、
ま
す
ま
す
こ
の
傾
向
は
強
く
、

し
か
電
地
域
的
に
は
逆
に
「
地
方
」
地
区
に
分
布
す
る
傾
向
を
示
し

て
く
る
。
そ
の
う
え
、
地
方
知
行
の
単
一
形
態
は
崩
れ
、
地
方
・
蔵

米
の
二
重
知
行
形
態
　
（
住
居
知
行
蔵
米
取
．
住
居
懸
持
知
行
蔵
米
取
．
懸

持
知
行
蔵
米
取
）
、
お
よ
び
蔵
米
知
行
の
単
一
形
態
が
漸
次
多
く
な
つ

　
　
　
　
　
　
　
②

て
く
る
の
で
あ
る
。

①
　
三
〇
〇
石
畳
以
上
は
、
す
べ
て
地
方
知
行
の
単
一
形
態
で
あ
る
が
、
二

　
重
知
行
形
態
の
最
高
は
二
七
六
石
五
斗
八
升
を
有
す
る
江
頭
官
太
夫
で
あ

　
る
。

②
　
木
村
礎
二
一
は
、
萩
藩
家
臣
団
を
知
行
制
…
と
の
関
連
で
「
A
知
行
地
を
所

　
有
し
萩
に
倥
む
者
、
B
知
行
地
を
所
有
し
在
郷
す
る
者
、
C
蔵
米
取
に
し

　
て
萩
に
住
む
春
、
D
蔵
米
取
に
し
て
在
郷
す
る
者
」
の
四
種
目
形
態
に
分

類
さ
れ
た
が
（
同
前
掲
『
史
掌
雑
誌
』
穴
ニ
ノ
八
掲
載
論
交
）
、
　
大
村
藩

家
臣
覇
は
、
さ
ら
に
こ
れ
を
精
密
に
分
類
し
て
、
次
の
七
種
の
形
態
に
分

類
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
類
住
屠
知
行
入
（
ご
村
に
ま
と
ま
っ
て
知

行
地
を
も
つ
も
の
、
在
地
家
駆
の
場
合
、
窩
己
の
知
行
地
に
厨
佐
す
る
）
、

第
二
類
住
屠
懸
持
知
行
人
（
第
一
類
と
次
の
第
三
類
を
兼
ね
る
も
の
）
、
第

三
類
懸
持
知
行
人
（
他
村
に
の
み
知
行
地
を
も
つ
も
の
、
在
地
家
臣
の
場

合
、
自
己
の
知
行
地
に
暦
倥
し
な
い
）
、
　
第
四
類
蔵
米
取
（
蔵
米
の
み
の

も
の
、
在
郷
の
有
無
は
問
わ
な
い
）
、
　
第
五
類
ω
住
居
知
行
蔵
米
取
（
第

一
類
と
蔵
米
を
兼
ね
る
も
の
）
、
㈲
住
居
懸
持
知
行
蔵
米
取
（
第
二
類
と
蔵

米
を
兼
ね
る
も
の
）
、
の
懸
持
知
行
蔵
米
販
（
第
三
類
と
蔵
米
を
兼
ね
る
も

の
）
、
以
上
で
あ
る
。

　
次
に
、
同
じ
く
城
下
士
の
う
ち
、
中
事
忌
を
代
表
す
る
城
下
大
幅

（
天
保
改
革
で
二
五
石
に
決
定
し
た
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
に
統
一
さ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
そ
の
前
後
の
階
層
が
多
い
）
は
、
第
四
類
の
蔵
米
取
が
も

っ
と
も
多
く
二
六
％
を
占
め
、
次
に
第
五
類
㈲
0
9
の
住
居
懸
持
知
行
・

懸
持
知
行
と
蔵
米
知
行
を
兼
ね
る
工
重
知
行
形
態
が
多
く
、
そ
れ
ぞ

れ
二
〇
％
を
占
め
る
。
さ
ら
に
第
五
類
④
の
住
居
知
行
蔵
米
取
は
、

第
二
類
の
住
居
懸
魚
知
行
と
ほ
ぼ
同
数
の
一
二
％
を
占
め
る
が
、
両

者
と
第
五
類
⑭
を
合
わ
せ
て
四
四
％
の
家
臣
団
が
、
城
下
の
一
部
に

知
行
地
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
（
馬
廻
以
上
は
三
〇
％
）
、
城
下
大
村
の

半
農
村
的
性
格
を
示
す
と
同
時
に
、
大
村
藩
城
下
士
の
性
格
を
規
定
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す
る
要
素
と
し
て
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
次
に
、
在
郷
士
た
る
「
郷
村
給
人
」
一
在
地
家
臣
駆
に
つ
い

て
考
察
し
よ
う
。
在
地
家
臣
団
の
中
核
は
村
大
尽
・
小
君
等
の
下
士

層
と
、
足
軽
の
軽
卒
階
級
で
あ
る
が
、
ま
ず
村
大
層
（
一
〇
石
窯
前
後

の
も
の
が
多
い
）
よ
り
考
察
す
る
と
、
第
一
類
の
住
越
知
行
人
、
す
な

わ
ち
、
自
［
己
の
知
行
地
に
居
住
し
、
そ
の
村
に
の
み
知
行
地
を
も
つ

も
の
は
一
四
％
で
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
注
匿
さ
れ
る
。
こ
れ
に
も

つ
と
も
多
い
第
五
類
臼
う
・
第
四
類
と
、
第
二
類
・
第
五
類
＠
を
加
え

て
も
六
二
％
で
あ
り
、
と
に
角
六
割
二
分
が
自
己
の
知
行
地
な
い
し

蔵
米
給
与
地
に
居
住
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
う
ち
、
蔵
米
知

行
を
兼
ね
る
第
五
類
④
が
一
七
％
、
第
四
類
の
蔵
米
取
が
一
五
％
、

懸
持
知
行
を
兼
ね
る
第
二
類
が
一
一
％
、
懸
持
蔵
米
知
行
を
兼
ね
る

第
五
類
㊨
が
五
％
で
、
合
わ
せ
て
四
八
％
と
な
り
、
こ
れ
は
在
郷
し

て
い
て
電
、
他
村
に
の
み
知
行
地
を
屯
つ
第
三
類
・
第
五
類
⑭
の
一

五
％
（
残
り
の
二
〇
％
が
城
下
村
大
給
、
三
％
が
無
爵
）
と
相
ま
っ
て
、

二
大
給
の
在
地
性
が
幕
末
段
階
で
は
、
著
し
く
稀
薄
に
な
っ
て
い
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
次
に
、
小
早
（
七
石
面
前
後
の
も
の
が
多
い
）
は
、
第
一
類
の
住
居
知

行
人
が
電
つ
と
も
多
く
三
二
％
を
占
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
給
は

村
大
給
よ
り
在
地
性
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
れ

に
第
二
類
・
第
四
類
・
第
五
類
ω
㈱
を
加
え
て
も
五
七
％
で
あ
り
、

小
平
は
五
割
七
分
が
自
己
の
知
行
地
な
い
し
蔵
米
給
与
地
に
居
住
し

て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
残
り
の
四
割
三
分
の
う
ち
、
一
六
％
が
第
三

類
・
第
五
類
㊨
で
他
村
に
の
み
知
行
地
を
も
ち
、
　
一
四
％
が
無
高
で
、

一
三
％
が
城
下
小
給
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
小
鼓
も
村
大
雄
と
同

じ
く
、
幕
宋
段
階
で
は
在
地
性
が
相
当
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
最
後
に
、
足
軽
（
六
石
取
り
が
多
い
）
は
、
第
四
類
の
蔵
米
取
が
も

っ
と
も
多
く
三
〇
％
を
占
め
る
が
、
そ
の
外
知
行
地
を
も
ち
、
さ
ら

に
そ
れ
が
既
述
し
た
七
種
の
形
態
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
は
注
目
さ
れ

よ
う
。

　
以
上
、
幕
末
大
村
藩
の
在
地
家
臣
団
の
知
行
制
1
1
土
地
所
有
の
形

態
は
、
自
己
の
居
住
す
る
村
に
知
行
地
を
有
す
る
住
居
知
行
制
に
統

一
さ
れ
て
い
ず
、
純
粋
の
蔵
米
取
な
い
し
地
方
・
蔵
米
の
二
重
知
行

形
態
を
有
す
る
も
の
が
多
…
数
み
ら
れ
、
後
者
の
場
合
、
蔵
米
知
行
の

占
め
る
比
率
が
多
く
、
地
方
知
行
制
は
名
臼
の
み
と
な
っ
て
い
る
も

の
も
ま
ま
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
藩
政
改
革
の
過
程
で
、
再
三
に
わ
た

っ
て
断
行
さ
れ
た
知
行
制
の
改
革
一
擬
制
的
知
行
法
の
即
言
的
採
用
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の
結
果
r
↑
よ
噌
9
も
の
で
（
拙
瀞
者
『
幕
藩
一
体
捌
史
の
研
鷹
兀
七
六
へ
」
六
－
六
〇
八

頁
、
拙
稿
前
掲
『
史
潮
』
八
二
琴
掲
載
論
文
参
照
）
、
改
革
後
旧
制
に
復
し

た
と
は
い
え
、
完
全
な
形
で
の
復
帰
で
は
な
く
、
そ
の
間
、
藩
権
力

に
よ
る
蔵
米
知
行
化
政
策
が
、
こ
れ
ら
の
在
地
家
臣
団
に
至
る
ま
で
、

漸
次
浸
透
し
て
き
た
結
果
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
外
、
他
村
に

の
み
知
行
地
を
も
つ
懸
持
知
行
制
、
こ
れ
と
住
居
知
行
綱
を
兼
ね
る

住
居
豊
漁
知
行
翻
、
お
よ
び
以
上
の
両
者
と
蔵
米
取
を
兼
ね
る
懸
持

知
行
蔵
米
制
・
住
居
懸
潮
曇
行
蔵
米
子
等
々
の
各
種
の
形
態
が
み
ら

れ
、
在
地
家
臣
団
の
知
行
中
国
土
地
所
有
形
態
は
、
分
散
的
傾
向
を

有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
、
か
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る

在
地
性
が
、
幕
末
段
階
で
は
相
当
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
多
数
の
無
高
峯
（
村
大
払
一
二
名
．
小
給
一
一
六
名
．
足

軽
二
八
七
名
）
陣
の
存
在
と
と
竜
に
、
　
在
地
家
臣
國
の
性
格
を
考
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

う
え
に
お
い
て
、
極
め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

①
木
繕
礎
氏
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
萩
藩
の
在
地
家
臣
団
の
場
合
、
九
三
％

　
が
知
行
地
を
も
た
な
い
蔵
米
取
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
（
岡
蔚
掲
『
史
学
雑

　
難
瞼
』
　
六
ニ
ノ
八
掲
載
弧
澗
一
二
）
。

　
で
は
、
幕
末
大
村
藩
の
在
地
家
臣
閲
は
、
郷
村
に
お
い
て
い
か
な

る
地
位
を
占
め
、
ま
た
い
か
な
る
生
産
的
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
次
に
項
を
改
め
て
考
察
を
進
め
よ
う
。
そ
こ
で
は
当
然
、

幕
末
大
村
藩
領
の
農
村
構
造
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
2
　
農
村
構
造
と
そ
の
動
向

　
大
村
藩
の
在
地
家
臣
団
は
、
そ
の
成
立
の
事
情
に
も
と
づ
き
、
初

期
以
来
直
接
か
つ
広
汎
に
農
業
経
営
を
営
ん
で
い
た
こ
と
は
、
寛
文
」

四
年
の
「
口
上
之
覚
」
に
、
　
「
村
々
之
諸
給
入
耕
作
之
儀
川
付
、
郡

代
代
官
之
下
知
少
茂
網
背
下
敷
候
」
・
（
「
見
聞
集
」
三
二
巻
）
と
あ
る
こ

と
や
、
天
和
二
年
の
史
料
に
、
　
「
百
姓
地
を
か
」
へ
作
法
測
索
之
儀

者
、
た
と
ひ
給
人
三
而
も
百
姓
並
之
役
可
申
付
事
」
（
「
実
録
淵
巻
三
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
在
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

家
臣
団
の
農
民
的
な
い
し
生
産
者
的
性
格
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
、
庄
屋
以
下
一
般
農
民
と
岡
じ
く
、
藩
権
力
に
直

結
す
る
郡
代
・
代
官
の
下
知
に
服
し
、
か
つ
封
建
貢
租
の
一
部
を
負

担
せ
し
め
れ
た
の
で
あ
る
（
拙
著
馴
、
幕
藩
論
欄
史
の
研
究
』
六
〇
〇
…
六

〇
一
頁
参
照
）
。

　
大
村
藩
体
制
下
の
基
本
関
係
が
領
主
対
農
民
の
関
係
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
竜
な
い
が
、
在
地
家
距
団
が
多
数
存
在
す
る
大
村
藩
領

農
村
に
お
い
て
は
、
本
百
姓
と
と
竜
に
直
接
農
業
経
営
を
営
む
在
地

家
乗
団
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
。
初
期
以
来
元
禄
期
に
至
る
主
と
し
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③

て
新
田
開
発
に
よ
る
著
し
い
増
加
は
、
い
わ
ゆ
る
小
農
畏
の
自
立
と

と
竜
に
、
既
述
し
た
開
発
給
入
に
拾
頭
独
立
の
基
盤
を
与
え
た
が
、

こ
う
し
た
在
地
鳥
距
団
の
拡
大
再
生
産
の
傾
向
は
、
右
に
み
・
る
農
村

講
造
を
一
層
複
雑
に
し
た
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
こ
で

の
小
農
民
の
自
立
は
、
一
本
の
単
純
な
直
線
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

る
（
拙
稿
「
藩
政
確
立
期
の
諸
問
題
鳳
　
『
社
会
経
済
史
学
』
二
四
ノ
ニ
参
照
）
。

　
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
お
け
る
石
高
所
持
の
階
層
関
係
は
、
当
然

給
人
・
農
民
間
の
関
係
と
な
っ
て
現
わ
れ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
こ
に
山

野
の
用
益
・
用
水
等
に
お
け
る
不
平
等
利
用
関
係
が
成
立
し
た
の
で

あ
る
。
宝
暦
九
年
に
制
定
さ
れ
た
「
薪
取
急
貝
」
を
み
よ
、
そ
こ
で

は
、
馬
廻
以
上
一
一
〇
日
・
村
大
給
以
下
小
一
一
六
日
・
足
軽
以
下

農
民
1
1
一
二
日
と
定
め
ら
れ
て
い
る
（
門
実
録
扁
巻
一
七
）
。
在
地
家
臣
団

が
生
産
諸
条
件
に
お
い
て
、
優
位
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
給
人
（
村
落
麦
尋
者
）
を
介
し
て
経
済
外
強

綱
が
加
え
ら
れ
、
村
落
共
同
体
は
農
民
相
互
間
の
規
制
と
い
う
よ
り

も
、
支
配
体
系
・
生
産
体
系
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
傾
向
を
有
し
た
の

　
　
③

で
あ
る
。
ま
た
各
種
の
職
人
が
、
既
述
し
た
よ
う
に
藩
の
抱
の
職
人

と
し
て
禄
高
を
給
与
さ
れ
、
藩
権
力
に
よ
っ
て
強
く
統
制
さ
れ
て
い

た
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
農
民
の
商
品
流
通
に
接
触
す
る
機
会
を
抑
圧

し
、
こ
の
面
か
ら
竜
か
れ
ら
の
自
立
経
営
は
困
難
を
と
も
な
っ
た
の

で
あ
る
。

①
　
在
地
家
臣
団
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
今
日
の
段
階
に
お
い
て
も
、
か
な

　
り
普
遍
的
に
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
大
村
藩
は
初
園
の
総
検
地
（
慶
長
四
年
）
に
お
い
て
、
高
唱
万
一
、
四

　
二
七
石
を
打
ち
出
し
た
が
、
第
二
回
の
総
検
地
（
罰
十
七
年
）
で
は
、
新

　
た
に
二
六
、
五
四
七
石
を
打
ち
幽
し
（
総
石
高
二
万
七
、
九
七
四
石
）
、
っ

　
い
で
第
三
回
の
総
検
地
（
寛
永
八
年
－
十
年
）
で
は
、
新
た
に
高
一
万
照
、

　
七
五
六
石
を
打
ち
出
し
た
（
総
石
高
四
万
二
、
七
三
〇
石
）
。
こ
う
し
て
ふ

　
大
村
藩
の
総
石
高
は
元
禄
期
ま
で
に
五
万
○
、
〇
三
八
石
と
な
り
、
初
期

　
の
二
二
二
倍
に
達
し
た
（
門
郷
村
記
」
附
録
上
・
「
見
聞
集
」
三
四
巻
）
。

③
大
村
藩
に
お
い
て
は
蔵
入
地
・
知
行
地
と
も
に
庄
屋
が
設
澱
さ
れ
、
庄

　
屋
以
下
小
左
司
・
小
頭
等
の
村
役
人
は
農
罠
か
ら
選
ば
れ
た
が
、
そ
れ
ら

　
を
厳
重
に
監
視
す
る
横
目
は
在
地
家
距
よ
り
選
ば
れ
、
権
力
に
よ
る
強
力

　
な
藻
民
支
配
体
舗
が
貫
徹
さ
れ
た
。

　
し
か
し
、
大
村
国
領
に
お
い
て
屯
、
享
保
期
以
降
、
と
く
に
宝
暦

i
天
明
期
に
お
い
て
、
農
村
商
業
の
発
展
は
よ
う
や
く
顕
著
と
な
り
、

沿
岸
漁
村
に
お
け
る
漁
業
・
回
漕
業
、
お
よ
び
一
部
農
村
に
お
け
る

陶
器
業
の
発
展
、
さ
ら
に
は
長
崎
往
還
路
の
定
助
郷
村
に
お
け
る
貨

幣
取
得
等
と
相
ま
っ
て
、
次
第
に
農
村
を
商
晶
貨
幣
経
済
に
捲
き
込

み
、
と
く
に
質
屋
・
酒
屋
等
の
商
業
高
利
貸
資
本
の
農
村
浸
透
は
、

農
民
の
階
級
分
化
を
促
進
し
、
そ
の
結
果
は
「
百
姓
な
が
ら
作
場
無
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幕末・維新期における小藩の構造とその動向（藤野）

之
」
　
（
「
四
民
江
之
御
教
諭
扁
）
農
婦
を
発
生
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
　
一

方
、
元
禄
i
宝
永
期
以
降
の
藩
財
政
の
窮
乏
化
現
象
は
、
家
臣
団
知

行
欄
の
改
革
を
中
核
と
す
る
享
保
改
革
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
が
（
拙

著
『
幕
藩
体
制
史
の
研
究
』
六
〇
六
－
六
〇
八
郷
参
照
）
、
財
政
紙
誌
乏
を
根

本
的
に
再
建
す
る
に
至
ら
ず
、
か
え
っ
て
享
保
期
以
降
、
商
品
貨
幣

経
済
の
発
展
に
と
竜
な
い
、
家
距
団
の
奢
修
傾
向
は
向
上
し
、
士
風

の
弛
緩
、
家
計
の
逼
迫
に
よ
る
知
行
地
の
売
買
が
進
行
し
、
他
方
、

在
地
家
臣
の
土
地
兼
併
が
進
行
し
て
、
封
建
的
身
分
制
秩
序
の
動
揺

を
き
た
し
た
の
で
あ
る
。

　
寛
政
期
の
醐
新
政
治
は
、
こ
う
し
た
事
態
に
対
応
し
て
断
行
さ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
倹
約
政
策
と
文
武
奨
励
策
を
中
核
と
し
な
が
ら
、

幕
藩
綱
下
に
お
け
る
封
建
的
身
分
制
秩
序
の
基
本
を
な
し
た
士
農
工

商
の
四
階
級
の
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
限
に
応
じ
て
正
路
を
尽
す

べ
き
こ
と
を
教
諭
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
武
士

の
商
売
・
土
地
兼
併
・
知
行
地
の
売
買
等
が
禁
止
さ
れ
る
一
方
、
農

民
の
商
行
為
、
武
士
・
町
人
へ
の
土
地
売
買
、
新
規
の
質
屋
・
酒
屋

営
業
等
が
禁
止
さ
れ
、
有
力
町
人
・
農
民
の
高
利
貸
行
為
が
吟
味
さ

れ
る
と
と
竜
に
、
各
種
商
人
・
問
屋
の
高
利
営
業
お
よ
び
独
占
販
売

行
為
が
禁
止
さ
れ
た
の
で
あ
る
　
（
「
実
録
」
巻
三
二
．
「
四
幾
江
之
御
教

諭
」
）
。
し
か
し
、
寛
政
期
の
刷
新
政
治
は
、
そ
れ
が
「
御
教
諭
」
と

い
う
形
で
出
さ
れ
た
限
り
、
財
政
危
機
の
進
行
を
は
じ
め
、
客
観
的

に
進
行
し
つ
つ
あ
る
現
実
の
各
種
の
矛
盾
を
陽
止
し
え
ず
、
こ
う
し

て
、
享
保
改
革
に
つ
ぐ
大
村
藩
第
二
の
藩
政
改
革
で
あ
る
化
政
改
革

が
断
行
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
拙
稿
前
掲
『
史
潮
』
八
二
号
掲
載
論
交
参
照
）
。

　
化
政
改
革
の
中
核
は
、
財
政
危
機
の
進
行
に
対
応
し
て
、
享
保
改

革
と
同
じ
く
、
文
化
八
年
お
よ
び
同
十
一
年
の
二
回
に
わ
た
っ
て
、

家
無
筆
知
行
綱
の
改
革
を
断
行
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
（
「
実
録
」
巻
三

八
・
四
〇
）
。
と
く
に
十
一
年
の
改
革
に
お
い
て
は
、
　
「
役
席
之
高
下

二
依
而
、
自
今
以
降
知
行
高
平
等
二
被
相
極
」
（
「
実
録
扁
巻
四
〇
）
と

い
う
方
針
の
も
と
に
、
知
行
高
の
均
分
策
を
断
行
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
、
在
地
家
臣
団
の
う
ち
、
村
大
給
は
一
〇
石
、
小
給
は
七
石
、

足
軽
は
六
石
に
決
定
さ
れ
た
。
し
か
し
十
一
年
の
改
革
は
、
財
政
窮

乏
を
転
嫁
さ
れ
た
家
臣
団
、
と
く
に
多
く
の
し
わ
よ
せ
を
蒙
っ
た
中
・

下
士
層
の
反
対
に
よ
っ
て
、
仕
法
期
限
内
で
中
止
さ
れ
（
・
「
実
録
」
巻

四
二
）
、
文
政
二
年
の
改
革
で
は
、
「
爵
禄
不
平
均
候
而
ハ
、
上
下
一

統
永
久
安
堵
相
続
論
蔵
無
憂
束
」
（
「
実
録
」
巻
四
三
）
と
い
う
方
針
の

も
と
に
、
再
び
知
行
高
の
均
分
策
を
断
行
し
た
が
、
中
・
下
士
層
の

反
対
勢
力
に
対
応
し
て
、
か
れ
ら
に
対
す
る
加
増
を
お
こ
な
っ
た
の
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で
あ
る
。
在
地
家
臣
団
に
つ
い
て
み
る
と
、
小
給
七
石
は
ユ
、
の
ま
ま

で
あ
る
が
、
村
大
給
は
三
石
加
増
さ
れ
、
　
一
五
石
に
決
定
さ
れ
て
い

る
（
先
途
『
史
潮
』
八
二
琴
掲
載
遊
場
参
照
）
。

　
化
政
改
革
の
意
義
は
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
先
の
享
保
改
革
で
は
未

着
手
の
ま
ま
残
さ
れ
た
貢
租
収
取
体
系
を
全
瀬
に
改
正
し
，
ま
た
寛

政
政
治
に
お
け
る
搾
商
政
策
を
修
正
し
て
、
積
極
的
な
流
通
一
三
策

を
展
開
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
歳
入
増
加
策
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
⑨

し
て
の
定
免
制
の
採
用
・
新
地
層
層
の
上
昇
・
指
米
の
追
加
に
よ
る

生
産
物
地
代
原
則
の
強
化
、
商
品
貨
幣
経
済
の
発
展
に
対
応
す
る
小

物
成
の
代
銀
納
化
と
、
農
民
の
階
級
分
化
に
対
応
す
る
労
働
課
役
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

再
編
成
（
代
米
納
・
代
銀
帯
化
）
、
農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
に
と
も
な

い
発
生
し
た
掛
売
の
禁
止
と
領
主
的
統
制
、
国
．
内
商
人
の
保
護
策
↓

都
市
・
農
村
商
人
株
の
免
許
・
↓
運
上
銀
体
系
の
成
立
、
産
物
方
の
設

置
に
よ
る
国
産
贔
の
奨
励
お
よ
び
専
一
的
流
通
と
他
国
商
品
の
流
通

排
除
等
々
が
、
こ
れ
で
あ
る
（
拙
稿
前
掲
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
．
一
六

号
掲
載
論
文
、
お
よ
び
同
前
掲
『
史
潮
』
八
二
幕
掲
載
論
交
参
照
）
。

①
　
大
村
藩
蔵
入
地
の
租
率
は
、
覧
永
検
地
に
よ
っ
て
㎎
ツ
五
分
・
口
米
九

　
含
と
決
定
し
た
が
、
寛
文
二
年
の
夫
石
の
追
掬
に
よ
っ
て
五
ツ
三
分
四
厘

　
と
な
り
、
幕
末
ま
で
継
承
さ
れ
た
。
懇
地
の
年
率
は
、
従
来
五
ツ
一
分
で

　
あ
っ
た
が
、
化
政
改
革
で
蔵
入
地
と
醤
蝦
に
な
っ
た
（
門
郷
村
寵
」
附
録

　
下
）
。

②
化
政
改
革
で
従
来
の
三
斗
俵
を
改
正
し
て
、
一
升
の
指
米
を
加
え
、
三

　
斗
【
升
俵
に
し
た
（
「
郷
村
詑
」
附
録
下
）
。

③
労
働
課
役
の
う
ち
、
郡
役
夫
は
代
無
熱
・
代
銀
納
化
し
、
郷
役
夫
は
倒

　
毒
・
明
羅
尋
重
富
2
翻
五
分
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
差
引
ヤ
た
。
横

　
霞
加
勢
夫
は
出
た
に
課
役
簿
象
を
巨
大
給
・
小
給
へ
拡
大
し
て
代
銭
納
言

　
し
、
日
羅
夫
は
姦
醤
よ
り
徴
発
し
た
方
式
を
改
正
し
て
、
大
村
に
謙
員
人

　
を
二
二
し
、
人
馬
三
二
制
は
城
下
・
彼
杵
周
辺
村
よ
り
臨
時
に
徴
発
し
た

　
方
式
を
改
正
し
て
、
家
中
祷
越
入
馬
と
と
も
に
、
大
埆
．
彼
杵
に
定
日
雇

　
を
設
置
し
て
請
慕
わ
し
め
た
。
そ
の
外
、
村
大
浦
・
小
給
・
足
韓
等
の
在

　
地
家
臣
団
に
も
賦
諜
さ
れ
た
薪
撮
手
押
は
、
倒
考
・
二
重
等
を
一
村
の
三

　
割
と
み
な
し
て
、
こ
れ
を
蓬
引
い
た
（
「
郷
村
記
」
附
録
下
。
「
実
録
」
巻

　
四
三
）
。

　
こ
う
し
て
、
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
第
一
章
で
考
察
し
た
天
保
改

革
を
迎
え
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
特
権
孫
株
商
人
の
取

潰
し
↓
運
上
銀
賦
課
の
免
許
↓
諸
商
業
の
自
由
化
の
結
果
は
、
都
市
・

農
村
商
業
の
異
常
な
発
展
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
「
郷
村
記
」
各
巻

の
「
諸
運
上
弁
諸
納
物
之
事
」
の
条
は
、
こ
の
閥
の
事
情
を
詳
細
に

物
語
っ
て
お
り
、
各
地
区
・
餐
農
村
と
屯
商
業
の
発
展
し
て
い
な
い

村
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
も
、
そ
の
商
業
種
類
は
極
め
て
多

岐
広
汎
で
あ
P
、
と
く
に
酒
堅
・
染
屋
・
綿
屋
・
糀
屋
・
鍛
冶
魔
・

豆
腐
屋
は
、
各
村
ほ
と
ん
ど
普
劇
的
に
存
在
し
て
い
る
（
拙
稿
前
掲
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『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
・
…
六
号
掲
載
論
轟
又
、
　
『
大
村
論
議
史
』
上
巻
三
二
九
頁

所
収
「
農
村
職
業
の
分
化
」
表
参
照
）
。
そ
こ
で
は
、
多
岐
広
汎
な
各
種

の
商
業
に
対
す
る
商
業
規
綱
体
系
の
再
編
成
、
運
上
銀
体
系
の
再
成

立
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
、
特
権
的
な
株
商
人
の
独
占
行

為
を
排
除
し
、
広
く
在
方
商
業
を
藩
権
力
自
ら
直
接
把
握
し
よ
う
と

し
た
天
保
改
革
の
一
応
の
完
結
を
認
め
る
所
以
で
あ
る
。

　
同
じ
く
「
郷
村
記
」
各
巻
の
「
売
出
　
物
之
事
」
の
条
に
よ
れ
ば
、

各
地
区
・
各
農
村
に
よ
っ
て
地
域
差
を
示
し
つ
つ
竜
、
農
民
的
証
燕

経
済
の
発
展
と
普
遍
的
商
品
化
の
傾
向
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
郷
村
記
」
重
巻
は
、
こ
れ
を
総
括
し
て
、
　
「
土
地
肥
饒
に
し
て
百

穀
能
く
実
り
、
万
種
植
の
類
は
や
く
蔓
延
す
、
富
山
に
は
塊
槻
縦
七

癖
檜
杉
松
楠
等
の
良
材
直
し
、
海
に
は
真
珠
貝
虚
血
栄
螺
辛
螺
蠣
懸

蜷
蠣
等
の
貝
類
あ
り
、
海
草
に
は
鹿
尾
菜
海
雲
海
苔
和
布
薩
藻
海
｛
羅

あ
を
さ
海
松
石
毛
牛
の
尾
あ
り
、
且
嘱
炭
砥
石
陶
器
砺
茶
櫨
実
箸
煎

海
鼠
干
鰯
雲
母
の
産
物
あ
り
て
、
是
を
他
方
に
灘
く
、
就
中
血
忌
を

以
て
当
領
第
一
の
名
産
と
す
、
又
嶋
女
浦
女
に
は
数
ケ
所
の
船
着
場

あ
り
て
、
諸
方
の
商
舶
輻
嚇
し
、
山
海
の
便
利
最
宜
し
く
、
誠
に
西

国
の
禰
ツ
土
と
遡
耐
つ
へ
し
」
と
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
　
「
郷
村
記
」
各
巻
の
当
該
条
項
を
子
細
に
検
討
す
る
と
、

木
綿
・
楮
・
櫨
・
藍
・
煙
草
・
菜
種
・
茶
等
の
商
業
作
物
は
、
決
し

て
広
い
市
場
を
目
的
と
す
る
竜
の
で
は
な
く
、
小
消
費
中
心
を
対
象

と
す
る
商
品
化
の
段
階
で
あ
り
、
農
業
技
術
の
停
滞
性
と
苅
敷
中
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
自
給
肥
料
の
段
階
が
、
こ
れ
に
照
応
す
る
。
田
畠
八
段
を
模
型
と

し
て
収
支
計
算
を
試
み
た
「
郷
村
記
」
各
巻
の
農
業
経
営
表
に
よ
る

と
、
磁
畠
の
占
め
る
比
率
は
三
対
五
で
、
そ
の
う
ち
、
五
段
の
畠
の

地
位
お
よ
び
作
付
構
成
は
、
大
麦
三
段
・
小
麦
一
段
・
大
豆
一
段
、

面
作
と
し
て
蕎
麦
一
段
・
粟
五
雲
・
芋
二
段
、
残
り
の
一
段
五
畝
は

大
角
豆
・
麻
・
木
綿
・
野
菜
・
飼
葉
と
な
っ
て
い
る
。
右
の
収
支
計

算
例
は
、
現
実
の
農
業
経
営
を
分
析
し
た
竜
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
も
農
罠
の
貢
租
負
担
能
力
を
八
段
の
場
合
を
模
型
と
し
て
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

に
示
そ
う
と
し
た
竜
の
で
あ
る
が
、
　
「
郷
村
記
」
各
巻
の
分
析
を
通

じ
て
、
農
民
二
戸
当
り
の
所
持
藤
積
を
平
均
的
に
求
め
た
結
果
に
よ

る
と
（
『
大
村
市
史
』
上
巻
三
六
五
－
三
七
六
頁
）
、
　
比
較
的
典
型
的
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

営
に
近
い
経
営
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
大
村
藩
領
農

村
に
お
け
る
畠
作
経
営
は
、
典
型
的
な
主
穀
農
業
経
営
で
あ
り
、
む

し
ろ
作
付
比
率
の
か
な
り
大
き
い
甘
藷
の
普
遍
，
的
商
品
化
の
な
か
に
、

西
南
畠
作
地
帯
に
位
澱
す
る
当
領
の
特
色
を
見
出
し
え
よ
う
。
要
す

る
に
、
商
品
作
物
を
中
心
と
す
る
商
業
的
農
業
の
積
極
的
な
発
展
は
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み
ら
れ
な
い
の
で
あ
り
、
僅
か
に
都
市
近
効
村
に
お
け
る
各
種
野
菜

と
、
　
「
向
地
」
地
区
の
伊
木
力
・
長
与
の
ニ
カ
村
に
お
け
る
密
柑
販

売
が
注
目
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

①
　
大
村
藩
傾
縫
村
に
お
い
て
は
、
千
歯
・
土
日
等
の
一
般
化
に
よ
っ
て
、

　
脱
穀
以
下
の
過
程
に
お
い
て
は
改
良
が
み
ら
れ
た
が
、
稲
作
労
働
の
主
要

　
過
程
に
お
け
る
耕
転
要
具
に
お
い
て
は
、
中
期
以
降
（
拙
稿
「
元
禄
期
に

　
お
け
る
肥
前
彼
杵
地
方
の
農
業
技
術
」
　
『
地
方
史
研
究
』
　
一
七
号
参
照
）

　
何
等
改
良
が
み
ら
れ
ず
、
管
理
用
の
農
具
も
出
現
す
る
に
至
っ
て
い
な
い

　
（
「
郷
村
記
」
各
巻
の
門
百
姓
農
具
調
入
唐
之
纂
」
）
。
ま
た
肥
料
は
、
地
域
・

　
階
層
に
よ
っ
て
一
部
干
鰯
の
使
矯
が
み
ら
れ
た
が
、
全
体
的
に
は
、
草
葺

　
中
心
の
自
給
肥
料
を
基
幹
と
し
た
（
『
火
村
市
史
』
上
巻
三
五
三
i
三
六

　
四
頁
参
照
）
。

②
　
こ
の
点
「
郷
村
記
」
も
い
わ
ゆ
る
「
地
方
書
し
の
収
支
計
算
例
と
同
列

　
に
属
す
る
（
古
島
敏
雄
『
近
世
日
本
農
業
の
構
造
』
五
六
七
頁
以
下
参
照
）
。

③
「
郷
村
記
」
各
巻
は
、
収
支
計
算
表
の
あ
と
で
「
田
畠
二
二
積
年
の
豊

　
凶
又
は
作
人
に
よ
り
不
岡
あ
り
、
村
並
の
平
均
大
概
斯
の
こ
と
し
」
と
も

　
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
収
支
計
算
表
に
は
肥
料
代
・
傭
人
給
料
等
の
計

　
上
を
み
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
自
給
肥
料
で
あ
る
苅
敷
使
用
を
前
提
と
し
、

　
か
つ
傭
人
労
働
に
依
存
し
な
い
と
こ
ろ
の
、
通
常
家
族
労
働
力
を
経
常
労

　
働
力
と
す
る
自
作
農
の
経
営
形
態
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は

　
従
来
の
規
摸
に
お
け
る
単
純
再
生
産
維
持
の
経
営
で
あ
る
（
『
大
村
市
史
』

　
上
巻
一
二
穴
五
i
三
七
六
頁
参
昭
…
）
。

　
以
上
に
比
較
す
る
と
、
沿
岸
漁
村
、
と
く
に
西
彼
杵
半
島
「
外
海
」

地
区
に
お
け
る
漁
業
の
発
展
、
お
よ
び
漁
獲
物
・
海
草
等
の
商
贔
化

の
傾
向
は
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
西
彼
杵
半
島
は
小
口
村
の

九
二
％
を
最
高
に
、
浦
百
姓
・
浦
人
・
家
船
等
の
漁
民
が
多
数
存
在

し
、
そ
こ
で
の
住
民
は
、
何
等
か
の
形
で
漁
業
に
タ
ッ
チ
し
な
が
ら

生
活
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
八
八
％
が
半
農
半

漁
の
兼
業
者
で
、
こ
の
こ
と
は
沿
岸
漁
業
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
。

「
郷
村
記
」
各
巻
に
み
え
る
漁
業
様
式
に
は
、
鰯
網
・
鯛
網
・
鮪
網
・

獅
網
・
鰺
網
・
鰹
網
・
鰹
網
・
ま
か
ぜ
網
・
き
び
な
網
・
小
魚
網
・

地
挽
回
・
縫
切
論
・
鯨
網
・
八
太
網
・
松
魚
網
等
が
あ
る
が
、
同
各

巻
の
「
売
出
物
之
事
」
の
条
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
各
種
の
漁
獲
物
が

海
草
と
と
も
に
広
汎
に
商
品
化
さ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
か
ん
ず
く
、

面
高
・
七
岩
質
・
黒
崎
・
一
二
重
・
式
見
の
各
村
に
お
け
る
干
鰯
の
商

贔
化
と
、
神
浦
村
の
鰹
節
、
福
田
村
の
蒲
鉾
等
水
産
加
工
業
の
発

展
・
商
品
化
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

　
け
だ
し
、
漁
業
は
水
も
の
の
性
質
上
、
農
産
物
に
比
較
し
て
漁
獲

物
に
豊
凶
度
が
極
め
て
大
き
く
、
か
つ
安
定
性
を
欠
き
、
さ
ら
に
商

贔
と
し
て
腐
敗
し
易
い
と
い
う
脆
弱
性
を
も
つ
。
し
た
が
っ
て
、
市

場
櫃
造
が
直
接
漁
業
生
産
力
と
関
連
す
る
。
こ
う
し
た
特
殊
な
条
件

は
、
そ
こ
に
、
商
業
高
利
貸
資
本
の
浸
入
を
容
易
に
す
る
の
で
あ
る
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が
、
こ
こ
に
、
漁
業
生
産
力
は
既
述
し
た
漁
業
そ
の
も
の
の
も
つ
零

細
兼
業
蝶
蝶
と
相
ま
っ
て
、
よ
り
願
調
な
発
展
を
阻
止
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
大
村
藩
領
農
村
は
、
屈
指
の
海
岸
を
有
し
、
か
つ
南
北
に
細
長
く

複
雑
な
地
形
を
有
す
る
の
で
、
そ
こ
で
の
農
民
層
分
化
の
形
態
は
、

決
し
て
一
様
で
は
な
く
さ
ま
ざ
ま
の
形
態
を
有
し
た
が
、
＝
茜
に
し

て
い
え
ば
、
以
上
考
察
し
た
農
村
商
業
、
お
よ
び
面
的
昂
生
産
の
発

展
と
そ
の
特
質
に
、
ま
さ
に
対
応
し
た
分
化
の
形
態
を
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
農
業
生
産
の
発
展
、
つ
ま
り
、
商
品
作
物

栽
培
の
進
展
に
裏
付
け
ら
れ
た
縫
極
的
な
農
罠
層
分
化
の
形
態
で
は

な
く
、
か
え
っ
て
農
業
外
の
他
の
要
素
に
よ
っ
て
分
化
し
た
形
態
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
漁
業
・
回
漕
業
な
ら
び
に
部
分
的
で
は
あ

る
が
農
村
工
…
菓
（
陶
器
業
）
の
発
展
、
お
よ
び
助
郷
課
役
の
圧
迫
に

よ
る
分
化
で
あ
り
、
ま
た
商
業
の
異
常
な
発
展
に
よ
っ
て
在
町
的
変

質
を
と
げ
た
農
村
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
往
還
路
付
近
の
都
市
的
生

活
の
浸
透
を
契
機
と
す
る
分
化
で
あ
る
。
質
租
の
加
重
・
専
売
政
策

は
、
こ
れ
に
加
え
て
さ
ら
に
分
化
を
促
進
し
、
か
く
し
て
窮
迫
し
た

没
落
農
民
が
商
業
高
利
貸
資
本
の
浸
蝕
に
さ
ら
さ
れ
て
い
く
過
程
で

　
　
　
　
　
　
　
　
①

あ
っ
允
と
い
え
よ
う
。

①
　
　
「
郷
村
詑
」
沓
巻
で
知
り
う
る
饅
罠
層
の
構
成
は
、
　
「
画
数
男
女
類
井

　
宗
旨
分
之
事
“
の
条
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
で
て
く
る
農
民
の
種
類
に
は
、

　
本
百
姓
・
蔵
百
姓
・
私
領
百
姓
・
浦
百
姓
・
百
姓
・
間
冨
姓
・
蔵
間
醤

　
姓
・
浦
間
否
姓
・
寺
領
百
姓
・
釜
百
姓
・
匿
見
否
姓
・
上
り
地
百
姓
・
開

　
否
姓
・
険
山
酉
姓
等
が
あ
っ
て
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
し
か
も
告
巻
に
よ

　
っ
て
多
少
衷
現
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
統
一
的
解
釈
が
些
か
函
難
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
階
層
的
に
整
理
す
る
と
、
そ
こ
に
、
自
ら
二
つ
の

　
階
層
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
百
姓
（
な
い

　
し
蔵
百
姓
）
と
聞
百
姓
の
存
在
で
あ
る
。
間
否
姓
と
は
否
姓
聞
人
の
こ
と

　
で
あ
り
、
　
「
無
名
地
二
面
竈
持
伝
罷
在
候
者
」
（
「
見
聞
集
」
五
七
巻
）
で

　
あ
る
。
具
体
的
に
は
小
作
目
雇
層
で
あ
り
（
拙
稿
「
大
村
藩
の
間
入
に
つ

　
い
て
」
　
『
長
騎
談
叢
』
三
七
輯
、
　
『
大
村
市
史
』
上
巻
三
四
五
－
三
五
二

　
頁
参
照
）
、
　
そ
れ
は
直
接
具
体
的
に
士
地
所
有
の
区
分
な
い
し
農
民
層
の

　
階
厨
分
化
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
私
領
百
姓
は
知
行
地
の
縫
民
で

　
あ
る
が
、
「
郷
村
記
」
で
い
う
本
百
姓
は
蔵
百
姓
と
と
も
に
、
蔵
入
地
の

　
農
民
に
限
っ
て
使
用
す
る
。

　
若
干
の
実
例
を
示
そ
う
。
初
期
以
来
陶
器
業
の
生
産
が
お
こ
な
わ

れ
た
「
地
方
」
地
区
の
上
下
波
佐
見
村
の
う
ち
、
上
波
佐
見
村
で
は

本
百
姓
（
間
村
で
ば
蔵
百
姓
の
表
現
を
と
る
）
二
二
七
瞬
に
対
し
て
間
百

姓
五
三
二
軒
（
三
〇
％
三
七
〇
％
）
と
い
う
構
成
を
示
し
、
下
波
佐
見

村
で
は
本
百
姓
一
六
八
軒
に
対
し
て
問
菅
姓
一
九
三
軒
（
四
穴
％
対
五

四
％
）
と
い
う
講
成
を
示
し
て
い
る
。
次
に
長
騰
往
還
路
の
定
助
郷
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村
で
あ
る
「
向
地
」
地
区
の
長
与
村
で
は
、
本
百
姓
七
九
軒
に
対
し

て
問
百
姓
六
一
六
軒
（
二
％
対
八
九
％
）
と
い
う
構
成
を
示
し
、
間

百
姓
の
数
字
は
当
領
で
最
高
を
占
め
て
い
る
。
さ
ら
に
西
彼
杵
半
島

の
沿
岸
漁
村
の
う
ち
、
、
漁
業
の
発
展
が
顕
著
に
み
ら
れ
た
「
外
海
」

地
区
の
瀬
一
戸
村
で
は
、
本
姓
嗣
姓
七
八
軒
に
対
し
て
闇
剛
甲
白
鷹
ご
一
山
ハ
五
軒

（一

ｵ
％
対
八
三
％
）
と
い
う
携
成
を
示
し
、
同
じ
く
神
浦
村
で
は
、

本
百
姓
二
八
四
軒
に
頬
し
て
聞
百
姓
五
〇
〇
軒
（
三
七
％
対
さ
二
％
）

と
い
う
構
成
を
示
し
て
い
る
　
（
「
郷
村
寵
」
各
村
当
該
巻
、
詳
細
は
『
大

村
市
史
』
上
巻
三
三
五
一
三
四
三
買
所
収
「
姦
地
区
農
村
の
階
暦
分
化
」
衷

参
照
）
Q

　
以
上
の
寒
村
は
、
当
領
に
お
い
て
竜
も
っ
と
も
激
し
い
階
層
分
化

が
み
ら
れ
た
地
域
を
、
と
く
に
抽
出
し
た
竜
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に

よ
っ
て
、
各
村
に
お
け
る
階
層
分
化
を
促
進
し
た
要
素
と
、
小
作
日

雇
層
で
あ
る
間
百
姓
の
余
業
・
日
雇
収
入
の
途
が
奈
辺
に
あ
っ
た
か

理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
以
上
の
富
村
は
、
何
れ
も
顕
著
な

農
村
商
業
の
発
展
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
在
町
的
性
格
を
も
つ
に

至
っ
て
い
る
。
天
保
期
以
降
に
お
け
る
急
速
な
階
層
分
化
、
本
百
姓

の
没
落
と
小
作
帝
劇
層
の
創
出
が
想
像
さ
れ
る
。
以
上
の
各
藩
の
外

は
、
特
殊
の
村
を
除
い
て
、
ほ
ぼ
階
層
分
化
は
そ
れ
よ
妙
低
位
で
あ

る
が
、
全
藩
的
に
は
、
倒
者
・
脇
竈
を
｝
村
の
三
割
と
み
た
薪
山
手

銀
の
賦
課
法
に
み
ら
れ
る
藩
権
力
の
把
握
を
若
干
上
廻
る
四
割
前
後

と
い
う
の
が
小
作
夕
景
層
の
数
字
で
あ
り
、
階
層
分
化
は
決
し
て
低

位
と
は
い
え
な
い
。

　
従
来
の
規
摸
に
お
け
る
単
純
再
生
産
維
持
の
経
営
で
あ
る
典
型
的

経
営
に
近
い
本
百
姓
（
な
い
し
蔵
酉
姓
）
の
田
畠
八
段
経
営
を
中
核
と

し
、
一
方
の
極
に
は
土
地
を
兼
併
し
寄
生
地
主
化
し
て
い
っ
た
酒

量
・
質
屋
等
の
商
業
高
利
貸
資
本
が
あ
り
、
．
・
他
方
の
極
に
は
土
地
を

喪
失
し
小
作
日
雇
化
し
て
い
っ
た
多
数
の
百
姓
間
人
が
存
在
し
て
い

る
の
が
、
幕
末
大
村
藩
領
農
村
の
姿
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
農
村
構
造
の
な
か
で
、
在
地
家
臣
団
は
い
か
な
る
地
位

を
占
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
村
大

絵
一
〇
石
・
小
童
七
石
・
足
軽
六
石
と
い
う
各
階
層
の
平
均
石
高
と
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
蔵
米
知
行
化
な
い
し
蔵
米
・
地
方
の
二
重
知
行

化
、
後
者
の
分
散
知
行
等
た
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
の
在
地
性
が
相
当

稀
薄
に
な
っ
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
知
行
制
の
分

析
を
通
じ
て
み
た
一
般
的
∵
平
均
的
姿
で
あ
り
、
か
れ
ら
の
生
産
心

的
性
格
が
す
べ
て
稀
薄
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ど
い
う
の

は
、
か
れ
ら
は
知
行
地
の
外
に
、
若
干
の
「
百
姓
地
」
を
所
持
し
て
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暮末・維新期における小藩の構造とその動向（藤野）

再
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
な
く
し
て
は
、
四
一
五
名
と
い
う
多
数
の

無
量
者
の
存
在
は
考
え
ら
れ
な
い
。
　
「
小
身
好
士
本
意
に
は
あ
ら
す

候
得
共
、
耕
作
不
致
候
爵
老
、
取
続
御
奉
公
相
成
悶
敷
」
　
（
「
凶
罠
江

之
御
教
論
」
）
と
い
う
寛
政
期
の
状
態
は
、
幕
末
ま
で
変
り
な
か
っ
た
・

竜
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
寛
政
の
「
御
教
論
」
で
は
、
か
れ
ら
が

商
売
し
た
り
、
「
百
姓
共
之
土
地
を
回
り
致
耕
作
」
　
（
圃
上
）
行
為
や
、

「
浦
人
共
渡
世
之
妨
二
面
成
」
　
（
岡
上
）
よ
う
な
漁
業
行
為
を
堅
く
禁

・
止
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
は
裏
を
返
せ
ば
、
上
層
の
在
地
家
臣

団
に
よ
る
商
行
為
や
土
地
兼
併
ハ
あ
る
い
は
沿
岸
漁
村
に
お
け
る
漁

場
支
配
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
　
・

　
こ
う
し
て
幕
末
大
村
害
毒
農
村
に
お
け
る
在
地
家
距
団
は
、
一
般

的
・
平
均
的
に
は
知
行
地
に
お
け
る
在
地
性
を
稀
薄
に
し
つ
つ
も
、

そ
の
大
多
数
は
生
産
者
的
性
格
に
お
い
て
一
般
農
民
と
大
差
な
い
状

態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ば
良
作
空
華
在
地
警
護
団

を
中
核
に
、
　
筆
力
の
極
に
は
地
主
・
網
元
あ
る
い
は
商
業
高
利
貸
盗
一

本
と
し
て
村
内
に
君
臨
…
す
る
上
層
の
在
地
家
臣
団
．
（
平
均
二
〇
濡
雪
前

後
で
、
そ
の
な
か
の
大
部
分
を
佐
居
知
行
地
と
し
て
も
つ
村
大
筆
）
が
あ
り
、

他
方
の
極
に
は
貧
農
的
在
地
家
臣
団
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
農
民
層

の
階
層
構
成
に
対
応
し
つ
つ
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
以
上
み
る
農
村
構
造
の
う
え
で
、
大
村
藩
に
お
け
る
討
幕

派
は
い
か
に
形
成
さ
れ
、
い
か
な
る
政
治
匿
標
と
、
い
か
な
る
実
践

行
動
を
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
考
察
は
幕
末
大
村
藩
の
政
治

過
程
に
集
中
さ
れ
る
。

三
　
三
三
・
討
幕
派
の
形
成
過
程

　
　
　
　
　
　
1
　
安
政
・
文
久
期
の
政
治
動
向

　
弘
化
四
年
二
月
、
＝
一
代
藩
主
に
就
任
し
た
純
熈
（
「
大
村
家
覚
盤
」

巻
二
〇
）
治
下
の
政
治
動
向
は
、
天
和
期
の
初
圓
の
編
纂
以
来
、
一
八

○
年
の
歳
月
を
要
し
て
最
終
的
に
完
成
し
た
「
郷
村
記
」
の
編
纂
に

み
ら
れ
る
領
内
総
生
産
力
の
強
力
な
把
握
と
、
幕
末
の
対
内
外
の
複

雑
な
政
治
情
勢
に
対
応
す
る
藩
政
改
革
、
な
か
ん
ず
く
軍
制
改
革
に

主
眼
が
お
か
れ
た
。
長
崎
に
隣
接
し
、
か
つ
同
地
警
固
の
特
役
を
有

す
る
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
沿
岸
防
備
を
は
じ
め
、
軍
制
の
改
革
・

整
備
、
軍
事
力
の
増
強
は
緊
急
の
課
題
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
天
保
改
革
の
一
環
と
し
て
、
異
例
の
措
…
霞
に
よ
り

江
頭
官
太
夫
を
海
防
当
担
の
専
任
家
老
と
し
た
が
、
嘉
永
六
年
、
外

国
艦
船
が
浦
賀
・
長
崎
に
相
つ
い
で
来
航
し
、
外
圧
の
危
機
が
切
迫

す
る
や
、
純
熈
は
官
太
夫
を
し
て
、
　
「
外
海
」
地
区
六
力
村
（
福
田
・
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式
毘
・
山
霊
・
神
浦
・
瀬
戸
・
面
高
）
に
砲
台
を
築
造
せ
し
め
、
沿
岸
防

備
…
を
固
め
た
（
由
買
玉
吉
『
台
山
公
事
蹟
』
漸
騰
一
七
〇
頁
、
以
下
㎝
．
事
蹟
』

と
の
み
略
記
す
る
）
。

　
つ
い
で
安
政
年
間
に
入
る
や
、
同
元
年
六
月
、
純
熈
は
城
下
大
計

以
上
の
家
臣
団
を
招
集
し
て
、
五
力
年
間
質
素
倹
約
の
令
を
発
す
る

一
方
、
翌
二
年
六
月
に
は
、
官
太
夫
の
意
見
を
入
れ
て
軍
制
改
革
を

断
行
し
、
中
小
姓
を
藩
主
の
親
衛
と
す
る
外
、
諸
手
弓
組
を
全
廃
し

て
銃
隊
を
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
と
き
従
来
の
一
刀
流
・

新
陰
流
を
停
止
し
て
、
無
念
流
を
採
用
し
、
斎
藤
歓
之
助
を
師
範
役

に
任
じ
た
。
さ
ら
に
高
島
秋
帆
の
西
洋
式
練
兵
を
見
聞
し
て
、
こ
れ

を
僅
ち
に
採
用
す
る
と
と
竜
に
、
幕
府
の
長
崎
練
習
贋
開
設
に
と
も

な
い
、
少
壮
の
藩
士
を
し
て
洋
学
を
学
ば
し
め
、
さ
ら
に
進
ん
で
江

戸
に
遊
学
せ
し
め
た
。
渡
辺
昇
を
は
じ
め
、
大
村
藩
幕
末
藩
政
改
革
・

．
派
の
中
核
を
な
す
い
わ
ゆ
る
「
三
十
七
士
同
盟
」
の
巾
心
人
物
は
、

こ
の
と
き
長
崎
・
江
戸
に
お
い
て
学
を
な
し
た
も
の
で
あ
る
（
『
事
蹟
』

七
〇
1
七
八
頁
）
。
つ
い
で
翌
三
年
に
は
、
　
「
郷
村
記
」
の
最
終
的
編

纂
、
そ
の
た
め
の
農
村
の
実
態
調
査
を
お
こ
な
い
、
領
内
総
生
産
力

の
強
力
な
把
握
を
実
現
し
た
。
そ
こ
で
は
、
各
種
の
在
方
商
業
に
対

す
る
商
業
規
制
体
系
の
再
編
成
、
運
上
銀
体
系
の
再
成
立
が
み
ら
れ

る
こ
と
、
ま
た
特
権
的
な
株
商
人
の
独
占
行
為
を
排
除
し
、
広
く
在

方
商
業
を
藩
権
力
自
ら
直
接
把
握
し
よ
う
と
し
た
天
保
改
革
の
一
応

の
完
結
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
既
述
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
以
上
、
大
村
藩
の
安
政
改
革
は
、
開
明
的
な
藩
主
純
熈
の
主
導
の

も
と
、
外
圧
に
対
応
す
る
軍
制
改
革
・
銃
隊
の
編
成
と
、
農
民
的
商

贔
経
済
の
発
展
を
中
核
と
す
る
各
種
の
在
方
商
業
に
対
す
る
商
業
規

制
体
系
の
再
編
成
に
特
色
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
大
村
藩

な
の
の
「
絶
対
主
義
へ
の
傾
斜
」
を
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
し

か
し
、
大
村
藩
の
安
政
期
の
政
局
は
、
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
藩

政
改
革
を
め
ぐ
る
党
争
は
未
だ
表
面
化
し
て
い
な
い
。
こ
の
期
に
長

崎
・
江
戸
に
遊
学
し
た
少
壮
の
藩
士
は
、
国
内
に
生
起
す
る
も
ろ
も

ろ
の
情
勢
を
見
聞
し
体
験
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
第
に
政
治
意
識
を

成
長
せ
し
め
つ
つ
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
外
圧
の
危
機
、
そ
し
て
幕
府
に
よ
る
安
政
条
約
の
調
印
以
来
、
国

内
は
嬢
夷
∵
開
国
の
二
つ
の
思
想
に
分
裂
し
、
さ
ら
に
綴
喜
思
想
は

尊
王
思
想
と
結
び
つ
き
尊
王
四
夷
思
想
と
な
っ
て
、
反
幕
府
思
想
を

形
成
し
、
佐
幕
諸
勢
力
と
激
し
く
対
立
し
た
。
な
か
ん
ず
く
、
　
「
討

幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
に
属
す
る
西
南
雄
藩
に
お
い
て
は
、
こ
う
し

た
情
勢
に
対
応
し
て
成
立
し
た
尊
穰
派
が
政
治
勢
力
を
拡
大
し
、
藩
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主
を
し
て
い
わ
ゆ
る
「
国
事
周
旋
」
に
の
り
串
さ
し
め
た
。
文
久
二

年
七
月
、
萩
藩
に
お
い
て
は
、
安
政
五
年
の
藩
是
三
大
綱
、
す
な
わ

ち
、
朝
廷
へ
は
・
思
暦
即
、
　
幕
府
へ
は
信
義
、
祖
先
へ
は
照
照
廻
と
い
・
う
幕

藩
綱
肯
定
の
政
治
路
線
に
一
大
転
換
を
加
え
、
天
皇
の
絶
対
優
位
性

を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
幕
藩
欄
否
定
の
論
理
を
も
つ
藩
論
を
決

定
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
重
重
で
尊
撲
派
が
主
導
権

を
も
ち
は
じ
め
た
こ
と
を
意
味
し
、
や
が
て
か
れ
ら
は
、
吉
田
松
陰

の
「
草
蓉
発
起
」
論
を
は
る
か
に
越
え
た
実
践
運
動
を
展
開
し
、
豪

農
層
と
の
連
携
（
「
改
革
派
岡
盟
」
）
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
（
田
巾

彰
「
討
幕
派
の
形
成
過
程
」
『
．
歴
史
学
研
究
』
二
〇
五
四
、
岡
「
倒
幕
過
程
に

函η

ｯ
る
藩
漁
鵬
力
」
　
同
　
　
二
山
ハ
ロ
η
参
画
…
）
Q

　
こ
う
し
た
情
勢
の
な
か
に
あ
っ
て
、
純
熈
は
ま
ず
文
久
元
年
七
月
、

城
下
大
給
以
上
の
家
臣
囲
を
招
集
し
、
　
「
当
寺
海
岸
数
ケ
断
に
而
、

何
時
急
変
差
起
候
哉
も
難
計
、
到
其
期
万
一
不
覚
を
取
候
儀
於
有
之

は
、
当
家
は
勿
論
皇
国
の
阯
辱
に
も
相
即
候
」
　
（
『
事
蹟
」
一
三
七
頁
）

と
し
て
、
戦
国
の
心
得
を
も
っ
て
、
専
ら
義
勇
を
養
い
、
節
倹
を
守

り
、
こ
と
あ
る
に
臨
ん
で
忠
義
を
抽
ん
づ
べ
き
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、

と
訓
令
し
た
。
こ
こ
で
は
「
不
覚
」
の
事
態
を
、
自
藩
の
み
な
ら
ず

「
皇
国
の
恥
辱
」
と
音
心
識
し
た
こ
と
は
注
冒
さ
れ
よ
う
。

　
翌
文
久
二
年
六
月
、
純
熈
は
大
原
重
徳
を
擁
し
て
の
島
津
久
光
の

江
戸
下
向
に
際
し
、
　
「
公
武
御
合
体
之
場
合
に
不
相
成
候
節
は
、
忽

戦
国
之
世
に
成
行
候
儀
眼
前
之
事
に
候
、
た
と
へ
御
合
体
に
相
成
候

と
も
、
異
船
打
払
之
場
合
に
至
り
暗
譜
は
不
監
事
と
被
存
候
」
（
『
事

蹟
』
一
四
一
頁
）
と
し
て
、
公
武
合
体
運
動
に
対
す
る
予
見
を
立
て
、

再
度
戦
国
の
心
得
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
一
方
、
八
月
に

は
側
用
人
江
頭
隼
之
助
を
平
芦
に
派
遣
し
、
　
「
万
一
不
慮
の
変
動
亀

差
及
候
は
ば
、
尚
更
御
互
力
を
識
せ
致
扶
助
、
御
国
威
相
立
候
様
仕

度
」
　
（
『
箏
蹟
』
一
四
三
頁
）
希
望
を
伝
え
し
め
、
こ
こ
に
「
大
・
平
同

盟
」
を
成
立
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
つ
い
で
十
二
月
に
は
、
先
の
島
津

久
光
の
江
戸
下
向
に
と
も
な
う
幕
政
改
革
に
対
応
し
て
、
当
年
の
役

厨
の
半
部
を
免
じ
て
武
備
を
充
実
せ
し
め
る
と
と
も
に
、
年
頭
歳
暮

の
礼
な
ど
諸
事
省
略
を
令
し
た
。

　
こ
う
し
て
、
大
村
藩
の
文
久
期
の
政
局
は
、
隣
藩
た
る
平
戸
藩
と

同
盟
し
て
統
一
行
動
を
約
す
る
と
と
屯
に
、
急
転
す
る
国
内
政
局
の

推
移
に
対
応
し
つ
つ
自
藩
の
武
備
を
充
実
す
る
点
に
あ
っ
た
。
し
か

し
、
こ
の
期
に
、
先
に
長
崎
・
江
戸
に
遊
学
し
、
京
都
・
大
阪
に
お

い
て
諸
藩
の
尊
嬢
派
志
士
と
交
わ
り
、
全
国
的
視
野
を
身
に
つ
け
、

著
し
く
政
治
意
識
を
成
長
せ
し
め
た
少
壮
の
藩
±
が
桐
つ
い
で
帰
国
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し
、
大
村
藩
欝
欝
派
を
形
成
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
は
注
召
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
そ
れ
と
は
逆
に
、
藩
権
力
に
お
い
て
は
、

佐
幕
派
の
用
人
浅
田
弥
次
右
衛
門
の
家
老
職
就
任
が
決
定
す
る
。

　
こ
う
し
た
柑
反
す
る
二
つ
の
動
き
の
な
か
で
、
翌
文
久
三
年
五
月
、

突
如
純
熈
が
長
崎
奉
行
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
事
態
が
お
こ
っ
た
。

（「

芬
R
公
勤
王
録
」
一
四
【
巻
、
以
下
「
勤
王
録
」
と
の
み
略
記
す
る
）
。
　
こ

の
月
の
十
日
は
い
わ
ゆ
る
四
夷
の
臼
で
あ
り
、
撰
夷
の
先
鋒
を
竜
っ

て
自
ら
任
ず
る
萩
藩
で
は
、
こ
の
臼
を
期
し
て
、
下
関
を
通
過
す
る

外
国
艦
船
に
対
し
て
砲
撃
を
加
え
る
と
い
う
事
件
が
お
こ
っ
て
い
る
。

代
女
旗
本
よ
り
任
命
し
て
き
た
長
崎
奉
行
職
に
改
正
を
加
え
、
こ
の

期
に
至
っ
て
、
外
様
大
名
で
あ
る
大
村
藩
主
を
任
・
即
し
た
こ
と
は
、

幕
政
の
転
換
を
意
味
す
る
と
と
も
に
、
外
交
問
題
を
は
じ
め
と
す
る

国
内
政
局
の
急
追
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
純
熈
は
病
を
理
由
に
辞
退

し
た
が
、
そ
れ
は
表
面
の
理
由
に
過
ぎ
ず
、
内
面
の
理
由
は
藩
内
尊

撰
派
の
反
対
を
考
慮
し
た
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
八
月
に

至
っ
て
、
幕
府
は
再
度
純
熈
を
長
崎
奉
行
に
任
命
し
た
。
し
か
も
今

度
は
長
崎
総
奉
行
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
う
え
芙
蓉
間
席
を
与

え
、
遠
国
奉
行
の
上
座
と
し
、
参
勤
交
代
を
免
じ
、
か
つ
在
城
職
務

を
許
可
す
る
と
い
う
厚
遇
措
置
で
あ
る
（
「
勤
王
録
偏
一
四
巻
）
。
幕
府

が
い
か
に
純
熈
の
長
二
尊
奉
行
就
任
を
希
望
し
た
か
が
理
解
さ
れ
よ

う
。
そ
れ
は
外
交
上
重
要
な
地
位
を
占
め
、
か
つ
諸
藩
浪
士
の
集
合

の
場
で
あ
る
長
崎
を
、
幕
府
…
が
と
く
に
重
視
し
た
た
め
で
あ
り
、
叢

記
補
強
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
響
動
は
長
崎
総
奉
行
に
就
任
し
、
幕
制
機
構
の

一
翼
を
担
う
と
い
う
微
妙
な
立
場
に
立
っ
て
、
長
崎
警
固
に
蜀
る
こ

と
と
な
っ
た
。
同
じ
月
の
十
八
日
目
は
、
い
わ
ゆ
る
八
・
一
八
の
政

変
が
お
こ
り
、
萩
藩
を
中
心
と
す
る
京
都
の
尊
爵
派
は
一
掃
さ
れ
た
。

藩
内
に
お
い
て
は
、
佐
幕
派
の
家
老
浅
田
弥
次
右
衛
門
は
、
純
爆
の

長
崎
総
奉
行
就
任
を
契
機
に
、
尊
壌
派
を
抑
圧
す
る
挙
に
出
た
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
内
外
の
情
勢
は
、
撃
壌
派
を
強
く
刺
戟
す
る
こ
と

と
な
り
、
　
こ
の
年
十
二
月
、
長
岡
治
一
二
郎
・
嗣
新
次
郎
・
根
岸
陣

平
一
中
村
鉄
弥
・
渡
辺
…
馳
助
・
同
昇
等
は
、
治
三
郷
の
家
に
会
し
て

齋
議
し
、
針
暗
面
左
衛
門
を
盟
主
に
、
同
志
を
糾
合
し
、
改
革
派
同

盟
を
結
成
す
る
こ
と
と
し
た
。
い
わ
ゆ
る
「
三
十
七
士
同
盟
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
①

・
り
の
。
が
こ
れ
で
蛍
の
岬
ゆ
　
（
梢
戦
乱
転
職
　
二
六
七
一
二
七
五
百
ハ
）
Q

①
　
た
だ
し
、
実
際
に
三
十
七
士
に
達
し
た
の
は
慶
応
年
間
で
あ
る
。

　
明
け
て
元
治
元
年
二
月
、
江
頭
窟
太
夫
を
病
の
理
由
に
よ
っ
て
家

老
職
を
免
じ
、
代
っ
て
四
月
江
頭
愛
之
助
を
任
じ
た
が
、
浅
田
弥
次
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幕末・維薪期における小藩の構造とその動向（藤野）

右
衛
門
は
引
続
き
家
老
職
に
あ
っ
て
藩
政
を
主
催
し
た
。
し
か
る
に

八
月
に
至
っ
て
、
純
熈
は
長
崎
総
奉
行
の
職
を
辞
任
す
べ
く
、
辞
表

を
幕
府
に
呈
出
し
た
（
「
実
録
」
巻
六
一
・
「
勤
王
録
」
一
四
巻
）
。
辞
任

の
理
由
は
病
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
改
革

派
同
盟
の
策
動
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
純
熈

が
長
話
総
奉
行
と
し
て
幕
制
機
構
の
一
翼
を
担
っ
て
い
る
限
り
、
藩

論
の
統
一
が
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
単
身
の
長
崎
総
奉
行
の
辞

任
が
九
月
に
入
っ
て
許
可
さ
れ
る
や
、
禁
門
の
国
後
の
長
綺
に
お
け

る
萩
藩
邸
の
受
取
に
関
す
る
浅
田
弥
次
右
衛
門
等
の
失
態
と
相
ま
っ

て
、
十
月
五
月
元
締
嘗
甲
氷
侠
左
衛
門
は
暗
殺
さ
れ
、
同
月
十
日
浅
田

弥
次
右
衛
門
は
家
老
職
を
免
じ
ら
れ
た
う
え
、
三
〇
石
を
減
石
、
同

じ
く
稲
田
隼
人
も
一
〇
石
を
減
石
さ
れ
た
（
「
実
録
」
巻
六
一
）
。
こ
こ

に
お
い
て
、
佐
幕
派
の
有
力
家
臣
は
、
藩
政
中
枢
よ
砂
排
除
さ
れ
、

代
っ
て
改
革
派
同
盟
が
盟
主
と
仰
ぐ
針
尾
九
左
衛
門
が
家
老
職
に
就

任
し
た
外
、
片
山
龍
三
郎
が
城
代
、
宮
原
久
左
衛
門
・
大
村
太
左
衛

門
が
中
老
、
中
尾
俊
輔
が
元
締
役
に
就
任
し
、
渡
辺
昇
は
「
積
年
文

武
ヲ
勉
学
シ
、
時
務
ヲ
弁
知
シ
、
能
ク
世
変
ノ
増
齢
ヲ
探
討
ス
ル
」

（「

ﾀ
録
」
巻
六
一
）
を
賞
さ
れ
て
、
馬
廻
に
取
立
て
ら
れ
、
蔵
米
四
〇

石
を
与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
み
る
元
治
の
政
変
に
お
い
て
、
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
佐
纂

派
に
代
っ
て
、
尊
獲
派
で
あ
る
改
革
派
同
盟
が
は
じ
め
て
藩
権
力
を

掌
握
し
、
　
一
挙
に
藩
論
の
統
一
へ
と
も
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
2
　
藩
翁
の
統
凹
と
党
争
の
激
化

　
元
治
元
年
十
月
二
十
四
日
、
こ
の
美
里
熈
は
城
下
大
愚
以
上
の
家

臣
団
を
招
集
し
、
「
積
年
之
流
弊
可
致
一
洗
ハ
此
々
」
と
し
て
、
「
銘

々
之
卓
見
竜
致
採
用
、
古
典
旧
格
二
不
拘
、
時
世
至
当
之
見
込
を
以
、

格
別
令
改
革
」
意
図
を
表
明
し
、
藩
論
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
諭

告
を
お
こ
な
っ
た
。
　
「
我
等
小
藩
之
身
上
細
蟹
、
難
任
心
底
場
合
も

有
之
、
午
時
宜
一
時
之
権
道
無
之
隠
者
不
相
叶
鰻
登
共
、
国
論
一
・
定
不

致
候
而
者
、
一
藩
一
致
之
基
本
難
早
立
、
所
謂
因
循
姑
息
二
落
入
候

外
無
心
候
間
、
今
日
改
而
決
定
之
持
論
令
布
告
候
、
委
細
家
老
共
坑

口
上
相
時
候
黄
玉
聞
中
間
、
其
旨
可
相
心
得
事
」
（
「
実
盤
巻
六
　
．

「
勤
王
録
」
三
巻
）
。
右
の
諭
告
に
も
と
づ
い
て
、
　
家
老
よ
り
次
の
よ

う
な
「
口
上
」
が
曝
せ
ら
れ
た
。
以
下
長
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
引

用
し
よ
う
（
同
上
）
。

芸
冷
寒
…
夷
期
限
畑
脳
違
以
穀
米
、
内
幕
ノ
議
弧
醐
網
…
反
シ
、
外
4
患
モ
自
切
琉
廻
ス
、

此
上
ハ
国
論
一
定
セ
サ
レ
ハ
、
因
彼
姑
息
二
陥
入
ノ
外
無
之
ト
、
乃
チ
国

論
ヲ
布
沓
ス
、
其
大
意
今
度
一
定
ノ
国
論
一
需
二
之
ヲ
尽
セ
ハ
、
尊
王
ノ
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二
字
二
重
テ
ス
、
抑
癸
丑
以
来
朝
威
日
々
振
ハ
ス
、
遂
即
今
臼
危
急
二
推

　
移
ス
ル
ヲ
原
ヌ
ル
ニ
、
一
ト
シ
テ
幕
府
ノ
詐
謀
二
出
サ
ル
ハ
ナ
ク
、
諸
侯

　
列
｛
藩
往
々
幕
府
外
観
ノ
富
牝
独
二
用
語
フ
モ
ノ
少
カ
ラ
ス
、
当
藩
二
於
テ
一
子

　
籏
斥
ヲ
受
ル
ト
難
、
累
代
封
土
ヲ
此
土
二
簿
シ
、
王
室
ノ
藩
屏
タ
ル
コ
ト

　
八
百
余
年
、
朝
恩
ノ
洪
隆
固
ヨ
リ
言
ヲ
待
タ
ス
、
況
や
鴛
照
ノ
大
義
ヲ
尽

　
ス
ハ
、
必
ス
危
難
ノ
日
二
在
リ
、
就
テ
ハ
回
天
極
地
王
室
ト
存
亡
ヲ
共
ニ

　
セ
サ
ル
ヘ
カ
ラ
ス
、
難
三
国
小
丘
ハ
弱
、
何
分
ニ
モ
　
独
立
シ
テ
事
ヲ
挙
ル
コ

　
．
ト
能
ハ
ス
、
必
先
一
一
ノ
方
向
ヲ
確
定
シ
、
大
藩
有
志
ノ
襲
尾
二
三
ヒ
、

　
奉
報
鴻
恩
之
万
分
一
ノ
一
葦
無
之
、
然
二
数
年
以
来
幕
府
ノ
嫌
疑
ヲ
蒙
り
、

　
間
牒
矯
ヲ
窺
フ
モ
ノ
多
ク
、
機
事
漏
泄
シ
、
当
藩
ハ
勿
論
朝
廷
ノ
不
利
ヲ

　
引
出
サ
ン
モ
計
り
難
シ
、
故
二
書
面
ヲ
以
布
告
セ
ス
、
口
上
ヲ
以
申
…
聞
、

　
且
決
シ
テ
軸
遵
背
μ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
協
貰
濾
の
述
ス

　
以
上
は
形
式
上
、
藩
主
よ
り
家
臣
団
に
対
す
る
論
告
と
い
う
形
を

通
じ
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
が
、
す
べ
て
は
、
藩
権
力
を
掌
握
し
た

改
革
派
同
盟
の
筋
書
通
り
に
運
ば
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ

に
み
ら
れ
る
あ
か
ら
さ
ま
な
幕
政
批
判
は
、
単
に
改
革
派
同
盟
の
意

志
の
み
で
は
な
く
、
長
崎
警
固
の
特
役
を
通
じ
て
早
く
か
ら
外
圧
の

危
機
を
察
知
し
、
洋
学
を
通
じ
て
海
外
事
情
に
明
か
る
く
、
さ
ら
に

長
崎
総
奉
行
職
就
任
を
通
じ
て
直
接
因
循
…
姑
息
な
幕
府
の
外
交
方
針

を
痛
感
し
た
純
熈
自
身
の
意
志
で
竜
あ
っ
た
わ
け
だ
。
と
も
か
く
も
、

大
村
藩
は
元
治
期
に
お
い
て
、
・
独
自
に
藩
論
を
統
一
す
る
こ
と
に
成

功
し
、
尊
王
運
動
に
遽
進
ず
る
方
針
を
樹
立
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
、
幕
府
よ
り
竜
天
皇
の
「
藩
屏
」
と
し
て
の
意
識
が
み
ら
れ
、

「
君
臣
ノ
大
義
」
を
天
皇
に
お
き
、
幕
府
よ
り
二
一
さ
れ
て
も
、
天

皇
に
大
義
を
尽
し
存
亡
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
強
く
主
張
さ
れ
て
い

る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
天
皇
の
絶
対
優
位
性
の
主
張
で
あ
り
、
い
き

つ
く
と
こ
ろ
倒
幕
運
動
と
な
る
の
は
必
至
で
あ
る
。
し
か
も
、
小
藩

た
る
立
場
を
自
覚
し
、
　
「
先
一
藩
ノ
方
向
を
確
定
シ
、
大
藩
有
志
ノ

膜
尾
二
随
ヒ
、
奉
報
鴻
恩
之
万
分
一
ノ
外
ハ
無
断
」
と
い
う
ど
こ
ろ

に
、
　
「
討
幕
派
第
ニ
グ
ル
ー
プ
」
と
し
て
の
大
村
藩
の
限
界
が
存
し

た
と
い
え
よ
う
。

　
右
の
藩
論
の
統
一
．
と
と
も
に
、
家
臣
団
に
近
習
・
外
様
の
別
あ
る

を
廃
し
て
平
等
に
親
睦
せ
し
め
、
賞
罰
に
関
し
て
下
情
上
達
の
途
を

開
き
、
戦
国
の
心
得
を
も
っ
て
、
質
素
節
倹
を
守
る
よ
う
論
告
し
た
。

つ
い
で
翌
十
一
月
に
は
、
渡
辺
昇
の
意
見
に
よ
っ
て
文
武
館
の
綱
を

改
正
し
、
　
「
百
姓
町
人
た
り
共
執
心
之
輩
出
、
串
入
願
出
御
護
憲
上

出
席
可
致
蔓
」
　
（
「
実
録
」
巻
六
　
）
と
し
て
一
般
へ
開
放
・
す
る
と
と

も
に
、
祭
酒
を
教
授
、
学
頭
を
助
教
と
改
め
、
文
武
一
致
の
趣
旨
を

徹
底
せ
し
た
が
、
教
授
松
林
廉
之
助
と
渡
辺
昇
の
結
合
は
、
こ
れ
を
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契
機
に
深
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
藩
論
を
統
一
し
、
有
志
の
大
藩
と
協
力
し
て
尊
王
運
動
を
展
開
せ

ん
と
し
た
大
村
藩
は
、
ま
ず
福
岡
藩
と
同
盟
し
た
が
、
と
き
あ
た
か

も
遭
遇
し
た
幕
府
の
第
一
回
征
長
令
に
際
し
、
萩
藩
の
危
機
を
救
済

す
べ
く
、
用
人
翠
煙
右
衛
門
を
派
遣
し
、
幕
府
に
茎
長
中
止
の
建
白

書
を
提
出
し
た
。
今
園
の
征
長
令
は
、
　
「
皇
国
之
御
治
乱
、
幕
府
之

御
安
危
ニ
モ
関
係
可
仕
哉
」
と
し
、
　
「
方
今
宇
内
之
形
勢
夷
狭
賊
魑

シ
、
皇
国
ヲ
観
観
ス
ル
コ
ト
一
朝
一
夕
ニ
御
坐
候
ハ
ス
、
左
候
得
者
、

御
国
内
一
和
一
心
防
禦
之
策
ヲ
尽
シ
候
而
モ
、
如
何
ト
衆
人
懸
念
仕

候
央
、
於
御
国
内
層
父
ヲ
動
候
様
相
成
候
テ
ハ
、
却
テ
夷
独
ノ
術
中

二
陥
リ
、
且
ハ
内
憂
ヲ
引
出
候
基
ニ
ハ
有
御
坐
間
敷
哉
、
群
肝
幕
府

之
御
一
大
事
ト
奉
存
上
候
」
と
し
て
、
資
本
主
義
列
強
の
監
視
の
な

か
に
お
け
る
内
戦
の
不
可
な
る
所
以
を
説
き
、
毛
利
氏
に
対
し
て

「
格
別
御
軍
慈
之
御
所
鐙
被
包
里
候
ハ
ハ
、
億
兆
之
人
民
御
寛
大
之

公
徳
量
ヲ
奉
仰
、
弥
一
和
一
心
、
翌
夕
之
鼠
壁
ト
難
、
可
乗
之
間
隙

無
御
坐
、
皇
国
之
御
武
威
海
内
二
曹
キ
蝋
様
、
桐
成
可
申
ト
奉
愚
察

候
」
と
し
て
、
憐
懸
の
処
置
を
加
え
る
よ
う
懇
願
し
、
重
ね
て
「
皇

国
之
御
事
御
大
切
」
（
「
実
録
」
巻
六
一
）
と
し
て
、
幕
府
に
征
長
行

為
を
中
止
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
、
国
際
的
視
野
に
立
っ
て

の
「
皇
国
」
の
安
全
に
関
す
る
一
環
し
た
態
度
が
み
ら
れ
る
α

　
つ
い
で
慶
応
元
年
四
月
に
は
十
九
貞
衛
ら
を
対
馬
に
、
七
月
に
は

江
頭
隼
之
助
ら
を
福
岡
に
派
遣
し
て
、
両
藩
に
お
け
る
藩
内
党
争
を

そ
れ
ぞ
れ
調
停
せ
し
め
た
（
「
実
録
」
巻
穴
二
）
。
こ
の
間
渡
辺
昇
は
、

当
時
長
崎
に
あ
っ
た
坂
本
龍
馬
に
会
し
て
「
薩
長
連
合
」
を
論
じ
、

同
じ
く
長
崎
に
き
て
い
た
伊
藤
俊
輔
…
と
馬
関
に
向
か
い
、
豪
商
白
石

正
一
郎
宅
で
、
挙
兵
中
の
高
杉
晋
作
、
お
よ
び
由
口
に
て
桂
小
五
郎

と
会
い
、
　
「
薩
長
」
，
の
和
合
に
つ
い
て
画
策
し
た
の
で
あ
る
（
『
蜘
蹟
』

一
八
五
一
蝋
九
九
頁
）
。

　
藩
同
盟
の
結
成
と
い
い
、
他
藩
党
争
の
調
停
と
い
い
、
渡
辺
昇
の

行
動
と
い
い
、
す
べ
て
は
藩
論
に
示
さ
れ
た
政
治
目
標
実
現
の
た
め

の
実
践
行
動
に
外
な
ら
ず
、
そ
こ
に
は
、
　
「
皇
国
」
の
安
里
を
第
一

と
し
、
天
皇
の
絶
対
優
位
性
を
認
め
た
う
え
で
、
そ
の
天
皇
に
大
義

を
尽
す
と
い
う
、
幕
藩
糊
下
の
藩
を
の
り
越
え
た
次
元
の
高
い
政
治

音ゆ

ｯ
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
政
治
目
標
実
現
の
た
め
の
電

つ
と
竜
有
効
な
手
段
は
、
　
「
薩
長
同
盟
」
の
外
は
な
い
と
い
う
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

が
根
底
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

①
鶏
塾
し
た
高
杉
・
渡
辺
会
談
に
際
し
て
、
渡
辺
は
「
予
は
唯
薩
長
二
二

　
の
私
を
去
り
て
、
天
下
の
大
義
を
全
う
せ
ん
こ
と
を
欲
す
る
の
み
」
（
『
事
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蹟
』
一
九
三
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
な
お
渡
辺
は
、
　
「
薩
長
達
合
」

や
、
鹿
児
島
に
急
行
し
、
身
許
吉
之
助
と
会
見
し
て
い
る
。

成
る

　
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
尊
書
派
で
あ
る
改
革
派
同
盟
が
、
自
ら
の

実
践
行
動
を
通
じ
て
討
幕
派
に
発
展
し
て
い
く
が
、
し
か
し
、
そ
れ

は
難
な
く
直
線
的
な
形
で
実
蒸
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
改
革
派
同
盟

に
対
す
る
反
対
派
の
対
立
・
反
撃
は
、
慶
応
年
間
に
入
っ
て
逆
に
激

し
く
な
り
、
駅
内
は
ま
さ
に
荷
派
に
分
裂
し
て
抗
争
す
る
と
い
う
深

刻
な
段
階
に
到
着
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
最
後
に
、
慶
応
期
の
政

治
動
向
を
考
察
し
よ
う
。

　
慶
応
元
年
八
月
、
新
た
に
大
村
太
左
衛
門
が
家
老
職
に
就
任
し
た

外
、
大
村
右
衛
門
が
中
老
に
、
土
屋
善
右
衛
門
・
大
村
一
学
が
用
人

に
そ
れ
ぞ
れ
就
任
し
（
「
実
録
」
巻
六
二
）
、
藩
政
中
枢
に
占
め
る
改
革

派
同
盟
の
勢
力
は
、
一
層
強
化
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
藩
論
に
示

さ
れ
た
政
治
目
標
実
現
の
た
め
の
既
述
し
た
実
践
行
動
を
可
能
に
し

た
所
以
で
も
あ
っ
た
。
つ
い
で
慶
応
二
年
七
月
に
は
、
軍
制
改
革
を

断
行
し
、
　
「
是
迄
之
御
備
立
二
而
ハ
、
万
一
蚕
桑
銃
槍
之
得
失
判
然

タ
ル
事
二
面
、
豊
艶
今
度
銃
隊
二
被
相
改
候
、
然
処
西
洋
銃
之
儀
老
、

玉
行
当
り
等
宜
敷
、
風
雨
之
差
支
も
無
之
、
軽
便
之
締
鯖
二
候
条
、

右
之
面
々
（
村
大
占
・
小
寒
等
の
在
地
家
臣
団
1
1
筆
墨
）
向
後
西
洋
二
二

仕
替
自
尽
粥
」
　
（
「
実
鎌
扁
巻
六
三
）
と
し
て
、
村
大
聖
・
小
品
等
の

在
地
家
臣
団
に
至
る
ま
で
西
洋
銃
を
使
用
せ
し
め
る
こ
と
と
し
、
武

具
方
に
お
い
て
予
め
購
入
し
て
い
た
西
洋
銃
を
五
力
年
賦
を
も
っ
て

払
下
げ
る
こ
と
と
し
た
。
さ
ら
に
翌
八
月
に
は
、
　
「
御
軍
制
御
変
革

可
被
遊
筈
二
下
露
共
、
差
当
り
銃
隊
操
練
第
一
之
急
務
」
（
圃
上
）
と

し
て
、
す
べ
て
西
洋
銃
隊
と
し
、
家
臣
団
を
し
て
こ
と
ご
と
く
西
洋

銃
陣
を
習
練
せ
し
め
、
軍
事
力
の
近
代
装
備
化
を
図
っ
た
の
で
あ
る

（「

ﾎ
王
録
」
二
巻
）
。
こ
れ
と
同
時
に
、
新
た
に
藩
士
の
二
、
一
二
男
に

し
て
健
強
の
電
の
を
精
選
し
て
一
隊
を
創
設
し
、
こ
れ
を
新
精
組
と

名
づ
け
て
、
各
隊
の
先
鋒
と
し
、
渡
辺
清
左
衛
門
（
範
助
ま
た
は
清
）

を
そ
の
支
配
と
し
た
（
「
実
録
」
巻
六
三
）
。

　
し
か
る
に
慶
応
二
年
に
は
、
一
方
に
お
い
て
反
対
派
の
改
革
派
同

盟
に
対
す
る
反
繋
も
、
亡
友
準
備
さ
れ
て
い
た
。
同
年
二
月
、
改
革

派
同
盟
が
意
図
し
た
「
薩
長
連
合
」
成
立
後
、
藩
政
執
行
部
は
家
臣

団
に
対
し
、
　
「
昨
子
年
厚
恩
召
雨
露
在
、
国
家
叢
誌
為
筋
と
存
込
候

儀
は
、
無
名
之
封
書
を
以
、
可
致
内
訴
旨
被
仰
出
掛
処
、
間
々
誹
誘

ケ
間
敷
落
書
等
有
之
候
問
、
向
後
心
得
違
痘
毒
於
有
之
は
、
聯
無
用

捨
可
被
髪
御
沙
汰
候
」
（
事
蹟
』
二
＝
頁
）
と
い
う
警
告
を
発
し

た
。
元
治
元
年
の
藩
論
統
一
の
際
に
お
け
る
下
情
上
達
の
途
を
利
用
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し
、
改
革
派
同
盟
を
代
蓑
す
る
藩
政
執
行
部
に
対
し
て
、
批
判
と
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

満
が
表
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

①
　
　
「
誹
誘
ケ
間
敷
落
書
」
と
は
、
　
「
唐
団
扇
孔
雀
羅
を
振
る
初
旦
」
と
い

　
う
落
書
や
、
文
武
館
御
成
門
の
前
に
帖
ら
れ
た
「
ほ
ぐ
う
さ
ん
、
今
は
御

　
前
も
の
ぼ
り
つ
め
、
れ
ん
に
見
と
れ
て
贋
る
か
ひ
な
扁
と
い
う
落
書
を
指

　
す
。
唐
団
扇
は
改
革
派
同
盟
の
盟
主
家
老
針
尾
九
左
衛
門
の
家
紋
で
あ

　
り
、
孔
雀
は
九
左
衛
門
を
指
し
た
も
の
で
、
そ
の
威
を
振
う
の
を
嘲
笑
し

　
た
も
の
で
あ
り
、
ほ
ぐ
う
さ
ん
は
門
閥
「
双
数
」
大
村
五
郎
兵
衛
の
面
に

　
黒
子
が
あ
っ
た
の
を
指
し
、
の
ぼ
り
は
渡
辺
昇
を
、
れ
ん
は
教
授
松
林
廉

　
之
助
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
た
も
の
で
、
意
は
五
郎
兵
衛
が
昇
・
廉
之
助
に
心

　
酔
し
て
い
る
の
を
調
刺
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
よ
り
先
、
無
念
流
が
採
用
さ
れ
た
こ
と
を
不
満
と
す
る
新
陰

流
の
師
範
家
ら
は
、
反
鮒
派
と
合
流
し
、
次
第
に
ロ
ボ
ッ
ト
化
し
つ

つ
あ
る
門
閥
「
両
家
」
の
伝
統
的
地
位
を
利
用
し
て
、
「
両
家
」
の

他
の
一
人
で
あ
る
大
村
邦
三
郎
を
抱
込
ん
で
盟
主
と
し
、
さ
ら
に
五

郎
兵
衛
の
養
子
泰
次
郎
を
も
抱
込
ん
で
、
慶
応
二
年
夏
、
反
対
派
の

結
合
を
図
っ
た
。
し
か
も
が
れ
ら
は
、
針
尊
墨
左
衛
門
・
松
林
廉
之

助
・
渡
辺
昇
ら
の
暗
殺
を
計
画
し
、
改
革
派
同
盟
の
下
身
が
執
行
す

る
藩
政
を
顯
覆
せ
ん
と
し
た
。
大
村
藩
は
慶
応
二
年
の
段
階
に
お
い

て
、
藩
内
党
争
が
尖
鋭
化
し
、
未
曾
有
の
危
機
に
遭
遇
し
た
の
で
あ

る
。

　
明
け
て
慶
応
三
年
正
月
三
日
、
馬
廻
以
上
の
家
鼠
団
が
登
城
す
る

日
を
期
し
、
反
対
派
の
か
ね
て
の
計
画
は
実
行
に
移
さ
れ
た
。
長
井

兵
庫
指
揮
し
て
、
　
「
隈
央
・
福
田
浩
太
郎
は
九
左
衛
門
を
、
雄
城
直

記
は
廉
之
助
を
、
山
川
応
助
・
筒
井
五
郎
次
・
永
島
唯
助
は
昇
を
撃

つ
べ
し
。
但
昇
を
黙
す
に
は
必
ず
剣
を
以
て
す
る
こ
と
な
か
れ
、
旧

く
銃
を
用
ふ
べ
し
」
　
（
『
事
蹟
』
一
二
七
一
…
二
八
頁
）
と
命
じ
、
退
城

の
時
間
を
見
計
っ
て
暗
殺
を
決
行
し
た
。
か
く
し
て
、
九
左
衛
門
・

田
之
助
は
、
反
対
派
の
兇
刃
に
倒
れ
、
、
昇
の
み
危
害
を
免
か
れ
る
こ

と
が
で
き
た
。
，

　
改
革
派
同
盟
の
み
で
は
な
く
、
藩
内
に
大
き
な
衝
撃
を
与
え
た
こ

と
は
い
う
ま
で
竜
な
い
。
と
り
わ
け
激
憤
し
た
文
武
館
の
生
徒
は
、

自
ら
兇
徒
追
捕
に
当
ら
ん
と
し
た
が
、
渡
辺
昇
鳳
個
々
の
運
動
を
禁

じ
、
臼
増
し
に
増
加
す
る
同
盟
者
を
加
え
て
隊
を
組
織
し
、
別
に
遊

撃
隊
を
お
い
て
こ
れ
を
総
括
し
、
兇
徒
の
組
織
的
追
捕
に
当
ら
せ
た
。

隊
は
一
〇
隊
よ
り
二
二
隊
に
増
加
し
た
が
、
兇
徒
の
捜
索
は
非
常
に

困
難
を
極
め
、
よ
う
や
く
三
月
十
二
臼
に
至
っ
て
、
福
田
清
太
郎
の

自
白
に
よ
り
明
ら
か
と
な
妙
、
さ
ち
に
同
月
十
八
日
に
至
っ
て
、
雄

城
直
記
の
自
白
に
よ
り
、
　
「
両
家
」
大
村
邦
三
郎
・
同
泰
次
郎
が
、

そ
の
盟
主
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
改
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革
・
派
同
盟
お
よ
び
捜
索
隊
は
、
　
「
両
家
」
が
そ
の
盟
主
で
あ
る
こ
と

を
知
の
、
今
更
の
ご
と
く
驚
訳
し
た
が
、
邦
三
郎
・
泰
次
郎
の
自
決

に
よ
っ
て
、
こ
と
な
く
事
件
は
結
着
し
、
五
月
中
に
関
係
二
六
名
の

処
罰
が
執
行
さ
れ
た
（
「
実
録
」
巻
六
四
・
『
華
蹟
セ
ニ
九
一
二
匹
穴
頁
）
。

　
以
上
み
る
内
紅
は
、
大
村
藩
未
曾
有
の
惨
事
で
あ
っ
た
が
、
そ
の

た
め
か
え
っ
て
藩
の
士
気
は
大
い
に
面
鼠
を
一
新
し
、
改
革
派
同
盟

は
い
よ
い
よ
藩
の
主
導
権
を
確
立
し
、
倒
幕
運
動
へ
逸
進
ず
る
こ
と

と
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
改
革
・
派
同

盟
が
馬
廻
・
城
下
大
給
ク
ラ
ス
を
申
核
と
す
る
狭
い
範
囲
の
旧
「
三

十
七
土
問
盟
」
を
脱
却
し
て
、
村
大
給
・
小
給
・
足
軽
等
の
在
地
家

臣
団
を
も
包
括
す
る
よ
り
広
い
層
を
同
盟
軍
と
し
て
組
織
し
た
こ
と

で
あ
る
。
事
件
が
結
着
し
た
翌
六
月
、
遊
撃
隊
・
コ
ニ
隊
の
捜
索
慰

労
の
縢
、
遊
撃
隊
の
「
今
や
天
下
の
形
勢
日
に
危
急
に
迫
り
、
渡
辺

清
左
衛
門
既
に
兵
を
率
、
い
て
上
京
し
、
是
よ
り
愈
々
多
事
な
ら
ん
と

す
、
後
備
の
計
決
し
て
忽
に
す
べ
か
ら
ず
、
宜
し
く
愛
国
母
艦
の
士

気
を
鼓
舞
し
、
一
翼
を
打
て
一
丸
と
な
し
、
堂
々
鷺
足
を
伸
し
て
天

下
に
雄
飛
す
る
の
謀
を
為
す
べ
し
、
崩
れ
実
に
千
歳
一
遇
の
機
な
り
、

文
武
館
の
士
風
既
に
一
新
し
て
隊
伍
亦
序
あ
り
、
今
之
を
解
散
す
る

の
は
策
の
得
た
る
も
の
に
あ
ら
ず
、
須
く
長
州
騎
兵
隊
の
例
に
．
倣
て

一
心
の
義
勇
隊
た
ら
し
む
べ
し
」
（
緊
蹟
』
二
四
八
頁
）
と
い
う
提
案

を
認
め
、
こ
こ
に
旧
捜
索
隊
は
、
萩
藩
の
奇
兵
隊
に
な
ら
っ
て
、
そ

の
ま
ま
正
規
の
軍
事
力
と
し
て
再
編
組
織
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
大
村

藩
二
二
隊
が
こ
れ
で
あ
り
、
各
回
に
隊
総
・
協
替
∵
副
賛
、
十
一
月

に
至
っ
て
、
　
二
二
隊
の
う
え
に
着
意
が
お
か
れ
た
。

　
こ
う
し
て
、
改
革
派
同
盟
の
主
導
の
屯
と
に
、
村
大
聖
・
小
給
・

足
軽
等
の
在
地
家
臣
國
を
も
包
括
す
る
広
い
摺
の
討
幕
派
軍
隊
が
成

立
し
、
鹿
児
島
・
萩
両
藩
と
行
動
を
と
屯
に
し
て
、
閣
藩
倒
幕
へ
と

突
入
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
明
治
維
新
に
お
け
る
大
村
藩
の
立
場
は
、
尊
右
派
で
あ
る
改
革
派

同
盟
の
藩
権
力
掌
握
の
も
と
で
決
定
さ
れ
た
元
治
元
年
十
月
の
藩
論

が
、
こ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
「
尊
王
」

の
二
字
、
天
皇
の
絶
対
優
位
性
の
確
認
、
天
皇
へ
の
大
義
、
そ
れ
を

実
現
す
る
た
め
の
活
発
な
藩
外
実
践
行
動
、
藩
同
盟
の
結
成
、
他
藩

党
争
の
調
停
、
さ
ら
に
「
討
幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
連
合
へ
の
鷲
策
、

そ
れ
を
通
じ
て
藩
論
を
実
現
せ
ん
と
し
た
小
藩
「
討
幕
派
第
ニ
グ
ル

！
プ
」
の
限
界
、
こ
れ
が
本
稿
の
課
題
で
あ
り
、
ま
た
結
論
で
も
あ
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幕末・離噺期における小藩の構遣とその動向（藤野）

る
。　

幕
末
・
維
新
期
に
お
け
る
各
藩
の
政
治
主
体
の
形
成
過
程
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
条
件
に
応
じ
て
異
な
っ
た
コ
ー
ス
を
辿
っ
て
い
る
。
　
「
討

幕
派
第
一
グ
ル
ー
プ
」
に
属
し
、
一
つ
の
典
型
を
示
す
萩
藩
に
お
い

て
は
、
改
革
派
（
藩
政
改
革
派
、
以
下
同
じ
）
の
な
か
か
ら
尊
撲
派
が

生
れ
、
さ
ら
に
討
幕
派
に
成
長
し
て
い
く
コ
ー
ス
を
辿
り
、
同
じ
く

鹿
児
島
藩
に
お
い
て
は
、
改
革
派
が
公
武
合
体
派
と
し
て
活
動
し
、

そ
れ
が
討
幕
派
に
転
化
す
る
コ
ー
ス
を
示
し
、
ま
た
高
知
藩
に
お
い

て
は
、
反
改
革
派
と
し
て
生
れ
た
尊
撰
派
と
改
革
派
一
公
武
合
体
派

の
否
定
の
う
え
に
討
幕
派
が
成
立
す
る
コ
ー
ス
を
歩
ん
だ
（
田
中
彰
。

濾
田
敬
正
氏
の
諸
論
稿
の
外
、
歴
史
学
研
究
会
編
『
明
治
維
新
史
研
究
講
整
』

二
・
三
巻
、
石
井
孝
『
学
説
批
判
明
治
維
漸
論
』
等
参
照
）
。

　
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
天
保
改
革
に
お
い
て
い
わ
ゆ
る
「
対
応
的

な
側
面
し
を
打
ち
出
し
、
安
政
改
革
に
お
い
て
大
村
藩
な
り
の
「
絶

対
主
義
へ
の
傾
斜
」
を
示
し
た
が
、
何
れ
も
藩
主
純
顕
・
純
熈
の
主

遵
に
よ
る
「
上
か
ら
」
の
改
革
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
　
「
派
」
と
称

す
べ
き
一
つ
の
改
革
主
体
は
成
立
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
大
村
藩

の
尊
撰
二
一
そ
れ
は
開
明
的
な
純
熈
の
主
導
に
よ
っ
て
、
長
崎
・
江

戸
に
遊
学
し
、
京
都
・
大
阪
に
お
い
て
諸
藩
の
尊
壌
派
志
士
と
交
わ

り
、
全
国
的
視
野
を
畠
身
に
つ
け
、
著
し
く
政
治
意
識
を
成
長
せ
し
め

た
少
壮
の
藩
士
～
は
、
改
革
派
の
な
か
か
ら
生
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
そ
の
否
定
の
う
え
に
成
立
し
た
も
の
で
も
な
く
、
文
久
三
年
に

お
け
る
純
熈
の
長
雪
雲
奉
行
就
任
、
そ
れ
を
契
機
と
す
る
佐
幕
守
旧

派
の
尊
叢
論
抑
圧
と
い
う
条
件
の
な
か
で
、
逆
に
改
革
派
（
改
革
派
同

盟
を
結
成
）
に
旋
回
し
、
純
熈
の
長
崎
総
奉
行
辞
任
を
画
策
す
る
一
方
、

佐
幕
守
旧
派
に
代
っ
て
藩
権
力
を
掌
握
し
、
一
挙
に
藩
論
の
統
一
へ

と
馬
ち
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
明
ら
か
に
「
討
幕
派
第
一
グ
ル

ー
プ
」
が
辿
っ
た
コ
ー
ス
と
異
な
る
コ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
。
改
革

派
が
藩
政
改
革
派
で
あ
る
限
り
、
そ
こ
に
一
定
の
限
界
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
理
の
当
然
で
あ
る
。
大
村
藩
に
お
い
て
は
、
天
保
・
安
政

の
諸
改
革
と
直
接
の
関
連
を
有
し
な
い
尊
撰
派
が
、
逆
に
改
革
派
に

旋
回
し
、
藩
権
力
の
掌
握
に
成
功
し
た
が
故
に
こ
そ
、
元
治
期
と
い

う
時
点
で
、
　
「
尊
王
」
の
二
字
に
藩
論
を
統
一
す
る
こ
と
に
成
功
し

た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ふ
尊
撲
派
↓
改
革
派
と
い
う
コ
ー
ス
を
辿

っ
て
い
る
が
、
同
時
に
見
寄
派
薩
改
革
派
な
の
で
あ
る
。

　
尊
撰
派
の
基
盤
を
、
革
新
的
武
士
と
豪
農
と
の
同
盟
、
い
わ
ゆ
る

「
改
革
派
同
盟
」
に
求
め
る
と
す
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
が
萩
藩
・
高
知

三
等
の
予
土
分
析
に
お
い
て
立
証
さ
れ
た
と
す
れ
癒
、
大
村
藩
異
質
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派
の
基
盤
は
極
め
て
狭
隈
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ひ
同
じ
く
改

革
派
同
盟
と
称
し
て
も
、
そ
れ
は
コ
ニ
十
七
士
同
盟
」
と
い
う
雷
葉

が
示
す
よ
う
に
、
馬
廻
・
城
下
下
給
ク
ラ
ス
の
城
下
士
を
中
核
と
す

る
も
の
で
、
そ
れ
に
一
部
の
上
層
在
地
家
臣
団
が
加
わ
っ
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。
純
然
た
る
革
新
的
武
士
間
の
同
盟
で
あ
る
。

　
大
村
藩
領
の
農
村
構
造
を
分
析
し
た
限
り
で
は
、
農
業
技
術
の
停

滞
性
と
苅
敷
中
心
の
自
給
肥
料
の
段
階
に
照
応
し
て
、
商
業
的
農
業

は
顕
薯
な
発
展
が
み
ら
れ
ず
、
農
民
的
商
品
経
済
の
発
展
は
、
小
消

費
中
心
を
対
象
と
す
る
心
象
化
の
段
階
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
感
作
経

営
は
典
型
的
な
主
穀
農
業
中
心
の
経
営
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
天
保

改
革
に
お
け
る
特
権
的
な
株
商
人
の
取
潰
し
↓
運
上
銀
賦
課
の
免
許

↓
諸
商
業
の
自
由
化
等
の
一
連
の
政
策
に
よ
っ
て
、
都
市
・
農
村
商

業
は
異
常
な
発
展
を
示
し
、
沿
岸
漁
村
に
お
け
る
漁
業
や
一
部
農
村

に
お
け
る
陶
器
業
の
発
展
、
お
よ
び
長
崎
往
還
路
に
お
け
る
助
郷
課

役
一
貨
幣
取
得
等
と
相
ま
っ
て
、
農
民
層
の
階
級
分
化
を
促
進
し
、

田
畠
八
段
経
営
を
中
核
と
し
て
、
寄
生
地
主
化
し
た
一
部
の
商
業
高

利
貸
資
本
と
、
小
作
日
雇
化
し
た
多
数
の
百
姓
間
人
を
創
出
し
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
村
構
造
に
お
い
て
は
、
他
藩
で
み
る
よ
う
な

豪
農
は
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
、
革
新
的
武
士
と
豪
農

と
の
同
盟
は
成
立
し
え
な
い
。
大
村
藩
に
お
い
て
豪
農
に
摺
当
す
る

も
の
を
求
め
る
と
、
そ
れ
は
上
層
の
在
地
家
臣
団
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
点
、
鹿
児
島
藩
の
「
上
級
郷
士
」
に
通
ず
る
も
の
が
あ

　
る
。
し
か
し
、
か
れ
ら
の
一
部
が
改
革
派
同
盟
に
参
加
し
た
か
ら
と

　
い
っ
て
、
直
ち
に
「
改
革
派
同
盟
」
と
同
一
視
す
る
わ
け
に
は
い
か

な
い
。

　
大
村
藩
の
尊
志
派
H
改
革
派
は
、
主
導
権
を
確
立
し
た
藩
権
力
の

も
と
で
、
藩
論
に
示
さ
れ
た
政
治
目
標
実
現
の
た
め
の
活
発
な
塵
外

実
践
行
動
を
通
じ
て
討
幕
派
に
成
長
す
る
。
慶
応
二
年
の
軍
曹
改
革
、

西
洋
銃
の
一
斉
採
用
と
銃
隊
編
成
に
よ
る
軍
事
力
の
近
代
装
備
化
、

お
よ
び
先
鋒
隊
と
し
て
の
新
精
組
の
創
設
は
、
藩
軍
事
力
の
著
し
い

強
化
を
意
味
し
た
。
し
か
る
に
大
村
藩
に
お
い
て
は
藩
論
実
現
の
た

－
め
の
最
有
効
手
段
と
考
え
、
自
ら
も
画
策
を
怠
ら
な
か
っ
た
「
薩
長

連
合
」
成
立
後
、
逆
に
門
閥
「
両
家
」
を
盟
主
と
す
る
「
俗
論
」
反

対
派
の
反
撃
を
蒙
る
の
で
あ
る
。
こ
の
派
も
改
革
派
同
盟
と
同
じ
く
、

馬
廻
・
城
下
大
崎
ク
ラ
ス
の
城
下
士
を
中
核
と
す
る
も
の
で
、
両
派

・
家
臣
団
の
知
行
制
な
い
し
知
行
主
と
し
て
の
ぞ
ん
だ
農
村
に
は
、
何

等
本
質
的
差
違
を
有
し
な
い
。
政
治
路
線
を
め
ぐ
る
城
下
士
相
互
間

　
の
権
力
斗
争
で
あ
る
。
い
う
な
ら
ば
、
大
村
藩
幕
末
の
党
争
は
、
討

30　（740）．



幕
派
の
特
殊
な
形
成
過
程
に
内
在
し
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
討

幕
派
に
と
っ
て
は
、
何
よ
り
竜
藩
内
に
お
い
て
、
よ
り
広
い
層
を
含
む

同
盟
軍
を
つ
く
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
任
意
的
な
兇
徒
捜
索

隊
、
そ
れ
は
「
同
盟
、
ス
ル
者
日
夜
陸
続
、
殆
ト
千
人
二
及
フ
」
（
「
実

録
」
巻
六
四
）
と
い
わ
れ
る
が
、
渡
辺
昇
ら
は
こ
れ
を
遊
撃
隊
・
ニ
エ

隊
と
し
て
組
織
し
、
事
件
結
着
後
は
、
そ
の
ま
ま
正
規
の
軍
事
力
と

し
て
再
編
成
し
た
の
で
あ
る
。
　
「
薩
長
連
合
」
画
策
の
た
め
馬
関
に

お
い
て
、
挙
兵
中
の
高
杉
晋
作
と
会
っ
た
渡
辺
の
脳
裡
に
、
萩
藩
諸

隊
が
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
、
大
村
藩
討
幕
派
は
、
尊
撰
派
の
竜
つ
狭
い
基
盤
よ
り

脱
却
し
、
村
大
給
・
小
給
。
足
軽
等
の
在
地
家
臣
団
を
竜
包
括
す
る

よ
り
広
い
層
を
同
盟
軍
と
し
て
組
織
す
る
こ
と
に
成
功
し
、
こ
こ
に

↓人

ｺ
婦
…
討
幕
…
派
軍
∴
隊
が
成
立
す
る
。
　
（
一
九
六
三
・
銀
・
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
策
京
数
育
大
学
講
師
）

幕末・維新期における小藩の構造とその動向（藤野）
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Behaviour　of　the’Small　Clans　and　their　Movement　in

　　the　Late　Shogunate　and　Early　Restoration　Periods

the憩ove鑓e益t　o重the　second　group　i鍛the　anti－Sho菖unate董act圭on

by

Tamotsu　Fujino

　　One　of　the　future　problems，　expected　in　the　study　of　the　late

Shogunate　and　early　Res乞oration　histories　is　to　promote　the　syn－

thet量。　st雛dy　of　those　histQries乞hrough　deepening　and　enlargement

of　our　s乞udyi葺g　field　of　vlsioR　by　each　analysis　in　which　to　re§e．

arch　the　Shogunate，亡he　pro－Shoguna亡e　clans，‘‘the　second　group’，

c玉ans量n　the　a13ti－Shogunate　faction，　the　opPottunist　clans．and　s（＞

on，　along　with　succeeding　and　criticiz童ng　the　view　of　the　an£i－

Shogunate　liRe　in　the　southwest　large　clans．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ
　　This　articie，　t6　apt）roach　these　problems，　tries　to　trace　the　O一．

mura大村clan　which　was　belong　to‘‘the　second　group　in　the

anti－Shogunate”as　a．　small　claiユin　the　south－wes之，　in　which，　in

re玉atio簸t6　the　coiist1tutional　systern　of　the　clan，　its「problems　o£．

the　polit量cal　line　ih　fol－ming　the　allt圭一Shog疑nate，　the．political　aim

and　idea，　and　the　pragmaticai　movement　in　the　real　politlca玉pro．．

cess．for　overthrow沁g　the　Shogunate，量簸close　co批act　with　the

movement　o圭‘‘the　first　group　i臓the　anti－Shogunate．”The　process
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハof　fol・rning　the　po玉圭tical　substance圭n　the　OmNra　clan　was　differeR乏

from　that　of‘‘the　firs£group．”　The　faction，　who　were　of　reverence

for　the　emperor　and　expulsion　of　foreigners，　haマing　any　contact．

with　the　reforming　faction　of　the　clan　politics，　tumed　to　the

reforming　faction　i1ユthe　fi1・st　year　of　Gengi元治，　controled　the

power　of　the　clan　government，　and　realized　the　unification　of　the・

c茎an　ophユion　at　a　s£oroke．

　　The　problems　and　conc沁sion　of　this　artic圭e　are　as　fol至ows；．

Recognition．　of　the　emperor’s　abso圭ute　supremacy，　the　ca登se　for

emperor，　the　outside　active　pract量ce　for　its　realization，　the　forma．．

tion　of　the　clans’union　and　the　arb量tration　of　the　factional　strug－

gles，　the　project　for　the　ulliolユof‘‘the丘rst　group　，　and　the　li鶏it
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of　the　small　clans　“in　the　second　group”　realizing　the　clan’s

opinion　through　them　and　growing　to　the　anti－Shogunate　faction．

On　the　Reigning　Period　of　King　Dar－ma　of　Ancient　Tibet

　　　　　by

Hisashi　Sat6

　　There　have　been　many　opinions　about　the　reigning　period　of

king　Dar－ma，　such　as　Peeech，　Tucci，　Aoki，　Nal〈ane，　Richardson，

and　so　on　；　each　of　which　is　wrong　or　unsatisfactory，　because　of

many　kinds　of　description　in　the　Chinese　and　Tibetan　literatures

which　were　used　for　its　researching．　The　essential　reason，　as

the　writer　thinks，　is　as　follows；　the　mistaken　description　iB　the

Pu－kblo－shih補国史was　adopted　in　the　Hsin－t’ang－shu新唐書and

Tzu－ch’ih－t’％％9－chien資治通鑑and　introduced　int6　the　Tibetan　re－

source　as　lt　was．　lt　is　right　to　consider　that　the　reignlng　period

of　1〈ing　Dar－ma　should　be　841－846，　and　the　time　of　that　famous

abolitiQn　of　Buddhisin　shou1d　be　in　843．　Though　the　king　was

said　to　be　a　tyrant，　as　his　intellect　was　low，　he　might　be　made

use　of　by　the　anti－Buddhism　faction，　drawn　into　the　struggle　for

powei’　between　aRti一　and　pro－Buddhism　in　the　court．

M：en’s　Head－gears　in　the　Han漢DyRasty

by

Minao　Hayashi

　　There　are　many　pictorlal　and　sculptural　materials　as　an　impor－

tant　researching　source　on　the　cominunity，　economics　and　daily

llfe　i1？the　Han漢era．　When　we　try　to　use　them　as　a　material

・of　our　historical　study　and　consider　the　expressed　content，　it　is

essential　for　us　to　judge　the　position　and　occupation　of　the　ex一

．　pressed　persons　in　t13em；　especia11y　headgears　are　to　be　its　chlef

standard．　The　writer，　according　to　the　description　of　”Treatise
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